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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月 2025年10月

営業収益 (千円) － － － － 1,872,987

経常利益 (千円) － － － － 117,054

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) － － － － 89,670

包括利益 (千円) － － － － 89,670

純資産額 (千円) － － － － 813,474

総資産額 (千円) － － － － 1,377,811

１株当たり純資産額 (円) － － － － 200.42

１株当たり当期純利益 (円) － － － － 22.12

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － 21.79

自己資本比率 (％) － － － － 59.0

自己資本利益率 (％) － － － － 11.0

株価収益率 (倍) － － － － 49.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － 76,765

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － △201,680

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － 13,955

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) － － － － 657,258

従業員数 (名) － － － － 188
 

(注) １．第16期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．当社は、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが第16期の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当た

り当期純利益を算定しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月 2025年10月

営業収益 (千円) 429,918 609,702 814,287 1,301,646 1,588,196

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △73,454 23,470 97,890 213,804 △19,895

当期純利益又は当期純損失
（△）

(千円) △78,533 35,021 105,957 179,646 △1,136

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 69,958 69,958 229,670 268,061 270,440

発行済株式総数 (株) 55,325 55,325 1,939,750 2,025,190 2,029,540

純資産額 (千円) 3,986 39,007 464,389 720,622 724,141

総資産額 (千円) 271,418 312,053 788,684 1,128,595 1,153,626

１株当たり純資産額 (円) 1.20 11.75 119.71 177.92 178.41

１株当たり配当額
(円)

－ － － － －
(１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は
１ 株 当 た り 当 期 純 損 失
（△）

(円) △24.19 10.55 31.83 44.64 △0.28

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － 31.19 43.89 －

自己資本比率 (％) 1.5 12.5 58.9 63.9 62.8

自己資本利益率 (％) － 162.9 42.1 30.3 －

株価収益率 (倍) － － 21.5 18.9 －

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △75,441 38,287 104,832 158,142 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,577 △6,345 △9,364 △44,614 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 8,870 △30,393 303,108 56,935 －

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 190,435 191,984 590,560 761,025 －

従業員数 (名) 59 75 79 122 179

株主総利回り (％) － － － 122.8 161.2

(比較指標：東証グロース) (％) (－) (－) (－) (96.7) (111.5)

最高株価 (円) － － 1,830 3,200 3,160

最低株価 (円) － － 1,277 1,290 1,555
 

(注) １．第12期から第15期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しなかったため記載して

おりません。

　　 ２．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

　　 ３．第12期及び第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また第16期の潜在株式調

整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり純損失であるため記載して

おりません。

　　 ４．自己資本利益率については、第12期及び第16期は当期純損失を計上しているため記載しておりません。

　　 ５．第12期及び第13期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。また、第16

期については当期純損失を計上しているため記載しておりません。

　　 ６．当社は、2023年６月30日付で普通株式１株につき30株の割合で、また2025年11月１日付で普通株式１株につ
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き２株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり

純資産及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を

算定しております。

    ７．2023年10月26日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第12期から第14期

までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。

    ８．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2023年10月26日付

をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。

    ９．第16期より連結財務諸表を作成しているため、第16期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動による

キャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及

び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

2010年９月 大阪府大阪市浪速区に株式会社トータルプロデュース（資本金7,000千円）を設立

2012年１月
株式会社笑美面へ社名変更
シニアライフサポート事業開始

2015年２月 本社を大阪府大阪市浪速区から大阪府大阪市西区に移転

2015年９月 「大阪市トップランナー育成事業プロジェクト」の認定

2016年４月 「労働者派遣事業許可証」及び「有料職業紹介事業許可証」を取得

2017年10月 宅地建物取引業者登録

2017年11月
シェアハウス事業(シェアハウスを含む賃貸物件の管理業務)を開始
第一種動物取扱業登録
ケアペッツ事業(ペットの看護・介護業務)を開始

2018年６月 ケアペッツ事業から撤退

2019年５月 アクサ生命保険株式会社と介護の分野における業務提携

2019年６月 大阪信用金庫と「職員並びにそのご家族介護支援サービス」において業務提携

2019年７月 住友生命保険相互会社と介護の分野における業務提携

2019年10月 シェアハウス事業を譲渡

2019年10月
住友生命保険相互会社とアクサ生命保険株式会社が共同開発した新サービス「ウェルエイジングサ
ポートあすのえがお」参画

2020年３月 「大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認定制度」において三ツ星認証を取得

2021年７月 ケアプライム事業開始

2021年10月 大阪信用金庫と「顧客介護支援サービス」において業務提携

2021年12月 ISO 27001 認証取得（MSA IS 527）

2023年３月 シニアホーム運営事業者向けプラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」をリリース

2023年10月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2024年３月 健康経営優良法人2024（中小規模法人部門）認定

2024年９月 子会社「株式会社ケアサンク」設立

2025年７月 株式会社 Funtoco との資本業務提携及び株式の取得（持分法適用会社化）

2025年10月 株式会社ケアサンクにおいて「ケアサンク パートナーリース」開始
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３ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と連結子会社である㈱ケアサンク、及び関連会社である㈱Funtoco

で構成されております。当社グループは、ビジョンとして「高齢者が笑顔で居る未来を堅守する」を掲げ、家族が心の

介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指しております。また、事業を通じて、介護家族（※１）が高齢

者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホーム（※２）の利用が『ポジティブ/当たり

前』になっている状態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいり

ます。

 
※１　介護家族とは、介護を必要とする人を介護する家族などのケアラー（介護を必要とする人を無償でケアする

人）をいう。

※２　シニアホームとは、当社が主に紹介する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホーム

をまとめて示す表現をいう。

 
（1）当社グループ概要

当社グループは、介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことを実現するため、シニアホームの検討・選択に必

要な情報を基に、適切な情報の入手が困難なためにシニアホームへの入居を躊躇したり、諦めたりしている介護家族

に対し、シニアホームの紹介サービスを提供するシニアライフサポートサービスを主たる業務として展開しておりま

す。

また、介護家族が被介護者の心の介護に寄り添うことに加え、サービスの質の高いシニアホームを世の中に増やす

ことを目的として、シニアホームコンサルティングサービスを展開しております。

さらに関連会社である㈱Funtocoでは、「生まれた場所や環境に関わらず、人生でチャンスを掴める世界を創る」を

ビジョンに掲げ、介護領域を中心に特定技能制度を活用した外国人人材紹介事業を行っております。

 
当社の創業者である榎並将志は、不動産業の延長として「高齢者施設事業」への参入を検討しておりました。その

ため、2010年９月に株式会社トータルプロデュースを設立いたしました。株式会社トータルプロデュースにおける介

護現場での研修をきっかけに、2012年１月、「戦前戦後の物資に困窮する時代を経て、現在の豊かで安全なわが国を

作り上げた先人の努力に恩返しをしたい」との想いから、入居対象者（※３）一人ひとりに理想的な終の棲家を紹介

する施設をマッチングするシニアホーム紹介業に本格的に参入することを目的として、現在の社名である株式会社笑

美面へ社名変更をしております。

その後、シニアホームへの入居を検討する介護家族が必要とする情報の整備と、相談員（以下、「コーディネー

ター」という。）の育成により、シニアホーム紹介のプロフェッショナルとしての立ち位置を確保し、紹介できるシ

ニアホームの数が、2025年10月には10,758ホームとなっております。シニアホーム紹介サービスにおいては、「マッ

チするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」することを中長期アウト

カムに据え、更なる拡大を図っております。

また、「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」を目指

し、新規の優良なシニアホーム開設支援を行うシニアホームコンサルティングサービスを提供しております。加え

て、「シニアホームが自らの強みを把握する機会が増加」することを目指し、シニアホーム向けの情報を提供する

「ケアプライムコミュニティサイト」を提供しております。

被介護者や介護家族とシニアホームの双方に対してサービスを提供することで、介護家族が高齢者に対する「心の

介護」に専念できるよう、「介護家族にとって、シニアホームの利用が『ポジティブ／当たり前』になっている状

態」を目指し、「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。

 
※３　入居対象者とは、シニアホームへ入居する高齢者、利用者をいう。

 
（2）サービス概要

当社グループは、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更し、当社（㈱笑美面）で提供している事業を

「シニアライフサポートサービス」、連結子会社の㈱ケアサンクで提供している事業を「シニアホームコンサルティ

ングサービス」としております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（セグ

メント情報等）」に記載のとおりであります。

 
(a) シニアライフサポートサービス

シニアライフサポートサービスでは、主にシニアホーム紹介サービスとして、介護を必要とされる方を優先に対
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面サービスによるマッチングサービスを提供しており、入居対象者をシニアホームに紹介することで、対価として

シニアホーム運営事業者から入居のタイミングで紹介手数料を受領しております。

また、当社のコーディネーターがシニアホームへ直接足を運ぶなどして得たシニアホームの詳細情報を元に、シ

ニアホームへの入居を検討する入居対象者・介護家族に当事者の身体状況や家庭の事情に適したシニアホームを紹

介し、入居までのサポートを無料で行うことで、入居検討者（※４）の不安・負担を軽減しております。

入居対象者に関しては、患者の早期退院問題に取組む病院のメディカルソーシャルワーカー（※５）（以下、

「ＭＳＷ」という。）と高齢者の在宅介護を支援するケアマネジャー（※６）（以下、「ＣＭ」という。）をシニ

アホーム探しの“紹介パートナー”として捉え、継続的なご紹介をいただいております。

 
※４　入居検討者とは、入居対象者とその介護家族（介護を必要とする人を介護する家族などのケアラー（介護

を必要とする人を無償でケアする人））をいう。

※５　ＭＳＷとは、保健医療機関等において患者や家族の相談にのり、社会福祉士の立場から経済的・心理的・

社会的問題の解決、調整、社会復帰を支援する専門職をいう。

※６　ＣＭとは、要介護認定申請の代行及び認定調査やケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整を行

うために必要となる専門資格をいう。

 
また併せて、シニアホーム紹介サービスで蓄積された有益な情報提供を行うため、シニアホーム運営事業者との

情報連携サイトである「ケアプライムコミュニティサイト」を提供しております（登録数2025年10月末時点：

10,212ホーム）。

「ケアプライムコミュニティサイト」は、主に運営事業者の責任者が自社の運営シニアホームへのお客様紹介に

関わる情報取得、入力等ができるサイトになっております。その得られた情報をデータベースに蓄積していくこと

で、シニアホーム情報を入居検討者に提供し、シニアホームには「ケアプライムコミュニティサイト」を介して入

居検討者の声を共有しております。さらに、シニアホームのサービス品質向上に資する商品・ソリューションを提

供する他事業者の広告掲載（有償）ができる仕組みによる収益化を図っております。ネットワーク構築が困難な

中・小規模の運営事業者をメインに、これまで築いた意思決定者とのネットワークを活かし、介護家族が安心でき

るシニアホームの増加に向け、集客力向上と運営力向上に寄与する情報を提供する、シニアホーム運営に欠かせな

いプラットフォームとしてのソリューション拡充を推し進めてまいります。

 
〔サービスの特徴〕

シニアホーム紹介サービスは、「専門性」、「中立性」、「シニアホームを探す入居対象者を紹介いただく

紹介パートナー」、「幅広いシニアホーム・病院（ＭＳＷ）との連携」を軸としております。

(イ) 専門性

シニアホームの紹介の“プロフェッショナル”として、コーディネーターが入居対象者一人ひとりに最適な

マッチングを提供できるよう努めております。当該サービスの提供のためには、医療・介護の専門性、マッチ

ングサービスの理解度やコミュニケーション能力などを有する人材の確保が必要となります。今後、コーディ

ネーター数の増加を見据え、組織的な成長を目指すために、Salesforce.com,Inc.が提唱するSales Enablement

（※７）を導入し、営業活動の最適化・効率化に向けた育成体系化を行っております。具体的には、成功ナ

レッジを５～10分程度の動画にして、新人を含めた全コーディネーターが反復視聴することで、育成効率化に

繋がり、リモートワーク体制にも適した環境整備をしております。さらに、Salesforceを活用し、全コーディ

ネーターが自身のナレッジを発信できる環境を作り、継続的なオペレーションの進化を行っております。

当社が提供するシニアホーム紹介サービスは、介護や医療などを必要とする入居対象者の生活に係わる仕事

でもありますので、エリアごとにチーム制を導入し、複数人で対応できるバックアップ体制を構築し、入居検

討者へのサポートをトータルで行っております。

 

※７　Sales Enablementとは、営業組織を強化・改善するための取組み。営業研修や営業ツールの開発・導入、

営業プロセスの管理・分析といったあらゆる改善施策をトータルに設計し、目標の達成状況や各施策の貢

献度などを数値化し、数値分析により、営業活動の最適化と効率化を目指す取組みをいう。

 
(ロ) 中立性

意思決定の主体者は入居検討者であり、当社は意思決定に向けたサポートの実施を行う点を、「中立性」と

いう重要メッセージとして全コーディネーターの活動指針としております。すべての入居対象者を支援するこ

とを信念とし、生活保護受給の入居対象者や介護保険対象外の入居対象者など、シニアホームからの手数料収

入が低い入居対象者に対しても、すべての相談に対応し、身体状況やニーズに合ったシニアホームへの紹介を
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最優先としております。

 
(ハ)シニアホームを探す入居対象者を紹介いただく紹介パートナー

在宅介護を受けられている入居対象者には担当するＣＭがついており、また、病院に入院されている入居対

象者にはＭＳＷが退院調整を行っております。しかしながら、ＣＭにとってはシニアホームの紹介は職責外の

業務になり、また、ＭＳＷについても退院後のシニアホーム探しは、職責の業務となるものの、そのために必

要な情報へのアクセスには限りがあり、転院調整等の他の業務の多忙さから、時間がかけきれない等の現状が

あります。そのため豊富なシニアホーム情報を有しており、入居ノウハウを持つ当社が、入居対象者を支援さ

れている紹介パートナーであるＭＳＷやＣＭなどへ直接営業を行い、シニアホーム探しの支援をしておりま

す。

また、紹介パートナーからご相談をいただいた際に、きめ細やかな対応と報連相による業務負担軽減になる

ように対応することで、継続してシニアホーム探しが必要な入居対象者の情報を紹介いただく仕組みを実現し

ております。紹介パートナーに対してのきめ細かい対応、報連相のタイミングなどは属人的な部分を排除する

ために、マニュアル化し、新人を含めた全コーディネーターのサービス均質化に向けた研修を実施しておりま

す。

 
(ニ) 幅広いシニアホーム・病院（ＭＳＷ）との連携

提携している10,758（2025年10月末時点）のシニアホームと連携し、コーディネーターが入居対象者をシニ

アホームに紹介できるようにしております。提携シニアホームの運営事業者からの紹介手数料を財源とする仕

組みにより、入居検討者に無料でサービスを提供しております。また、入居対象者の入居ニーズを把握するＭ

ＳＷとの連携を通じ、入居検討者のニーズを効率的に汲み取ります。

 
〔収益構造〕

シニアホーム紹介サービスの収益構造は、シニアホーム運営事業者へ介護を必要とされる方を優先に紹介

し、対価としてシニアホーム運営事業者から入居のタイミングで紹介手数料を受領しております。シニアホー

ム運営事業者は一般的に広告などを出し入居者を募集しておりますが、当社が紹介することによりその費用が

抑えられるため、当社が紹介手数料を受領しても、入居された入居対象者の家賃が値上がりする等の不利益は

ありません。

介護を必要とされる入居対象者を直接支援されているＭＳＷ及びＣＭへ直接営業を行っているため、当社の

営業収益は以下の算式により算出されます。また、一律対面サービスによるマッチングサービス（※８）を提

供しており、仕入原価が発生せず、一般の入居検討者集客のためのリスティングや媒体広告などの広告宣伝費

も発生しないため、主に発生するコストは、人件費となる収益構造となっております。

 
営業収益 ＝ 成約数（ (1) 紹介数（※９）× (2) 成約率（※10））× (3) １室当たり手数料単価

－ (4)返金額

 
また「ケアプライムコミュニティサイト」については、シニアホームのサービス品質向上に資する商品・ソ

リューションを提供する他事業者の広告掲載の場を提供しており、これによる広告収入を得ております。広告

主にとっては、シニアホームの意思決定者への直接的なアプローチをする機会は少ないため、多くのシニア

ホーム及び意思決定者にリーチができる貴重な手段となっております。

 
※８　対面サービスによるマッチングサービスとは、お客様と直接お会いする「Face to Face（対面式）」　等

でお客様のご要望などをお伺いし最適な情報を提案するサービスをいう。

※９　紹介数とは、ＭＳＷ等からの入居検討者の紹介数をいう。

※10　成約率とは、「スマイル数（成約数）／紹介数×100」で算出した値をいう。

 
(b) シニアホームコンサルティングサービス

シニアホームコンサルティングサービスでは、地域に優良なシニアホームを増やすことを目的に、シニアホー

ム運営を検討されている土地オーナー等と、シニアライフサポート事業の取引先であるシニアホーム運営事業者

をマッチングすることで、質の高いシニアホームを増やすことを目指しております。

また2025年10月からは、当社子会社の㈱ケアサンクが土地建物を一括借り上げし、シニアホーム運営事業者に

転貸することで、シニアホーム運営事業者に与信を提供する「ケアサンク パートナーリース（以下、パートナー
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リース）」事業を開始しております。

 
〔収益構造〕

シニアホーム開設を検討しているシニアホーム運営事業者と土地のオーナー等又は土地活用提案を行ってい

る建築事業者にシニアホーム運営事業者の情報を提供し、シニアホーム運営事業者との間でシニアホーム開設

が決まった時点で、主にシニアホーム運営事業者より情報提供による紹介料及びコンサルティング料を受領し

ております。

一方、パートナーリースにおいては、サブリースの形式を取るため、一括借り上げにて発生する支払額の総

額と、転貸によって発生する受取額の差額が収益となります。この収益については、リース資産引渡時点での

現在価値に割引いた総額を一括計上します。

 
［事業系統図］

 
 
４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資 本 金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有
（又は被所有）
割合（％）

関係内容

(連結子会社)
㈱ケアサンク

大阪府大阪市
中央区

10
介護コンサルティング事業
不動産コンサルティング事業

100
役 員 の 兼
任　２名

(持分法適用関連会社)
㈱Funtoco

大阪府大阪市
浪速区

50 外国人人材紹介事業 20 ―
 

（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．㈱ケアサンクについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。

 主要な損益情報等　①売上高　　　323,886千円

 　　　　　　　　　②経常利益　　134,497千円

 　　　　　　　　　③当期純利益　 88,358千円

 　　　　　　　　　④純資産額　　 96,884千円

 　　　　　　　　　⑤総資産額　　246,193千円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年10月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

シニアライフサポートサービス 179

シニアホームコンサルティングサービス 9

合計 188
 

（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．シニアライフサポートサービスの従業員は当社（㈱笑美面）、シニアホームコンサルティングサービスの従

業員は㈱ケアサンクの従業員であります。

 
(2)提出会社の状況

   　2025年10月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

179 34.7 2.1 4,881
 

（注）前事業年度末に比べ従業員数が57名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴いシニアホーム紹介サービ

スにおけるコーディネーターの採用が増加したことによるものであります。

 
(3)労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

当事業年度

補足説明
管理職に占め
る女性労働者
の割合（％）
（注１）

男性労働者の育児休業取得率
（％）（注２）

労働者の男女の賃金の差異（％）（注１）

正規雇用
労働者

パート・有期
労働者

全労働者
正規雇用
労働者

パート・有期
労働者

22.2 50.0 － 7.0 7.0 － ―
 

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号第71条の６第１号）における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

 
②　連結子会社

　連結子会社である㈱ケアサンクは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64

号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の

規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
（１）経営方針、経営戦略等

当社グループは、ビジョンとして「高齢者が笑顔で居る未来を堅守する」を掲げ、家族が心の介護に向き合い、

高齢者が笑顔で居る社会の実現を目指しております。

介護家族に向けたシニアホーム紹介サービスを中心とする「シニアライフサポートサービス」と、シニアホーム

に向けたコンサルティングサービスを中心とする「シニアホームコンサルティングサービス」を行っており、経営

戦略は以下のとおりであります。

(a)　シニアライフサポートサービス

介護家族が高齢者の心の介護に寄り添える状態を増やすことを目的に、家族会議実施数（※11）を増やしてま

いります。そのために、チーム制を活かしたＭＳＷ等からの紹介獲得のためにSales EnablementのＰＤＣＡサイ

クル（※12）を回すことでオペレーショナル・エクセレンス（※13）の浸透を図り、新人コーディネーターの早

期立ち上がりを実現し、サービスの均質化を図ってまいります。

また、全国約８千施設ある病院は都市圏中心にカバー出来ているものの、全国約４万名のＭＳＷへのリーチは

限定的に留まっているため、全国の拠点網を活かし継続的にアプローチし、更なるシェア拡大を推し進めてまい

ります。

 
※11　家族会議実施数とは、当社のコーディネーターが本人や介護者と対面や電話、オンラインのいずれかでシ

ニアホーム選定のための条件や要望確認、優先順位の整理等の話し合いを実施した案件数をいう。

※12　ＰＤＣＡサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）の仮

説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念をいう。当社では、新人コー

ディネーターの早期立ち上げを実現するためのPDCAサイクルとして、Plan：立ち上がりの道筋をつけるた

め成長ステップ及び成長スピードを設定、Do：時間と場所を選ばないラーニングツールとして成功事例を

マニュアル化し、営業学習コンテンツでのラーニングと実践、Check＆Action：基礎知識を応用力にする

ため、マネジャーとの１on１を通じたモニタリング及び改善活動を行うことをいう。

※13 オペレーショナル・エクセレンスとは、現場で徹底的にオペレーション（業務の管理や実行過程）を改革

することで、競合優位性の獲得を目指す考え方をいう。

 
(b)　シニアホームコンサルティングサービス

2024年９月17日に当社100％出資の子会社として株式会社ケアサンクを設立し、シニアホーム新規開設コンサル

ティング等の事業を通じて、介護家族に安心を提供するシニアホームの拡充をサポートしております。

これまでは与信力の高いシニアホーム運営事業者の新規開設コンサルティングを中心に行ってまいりました

が、今後は新事業である「ケアサンク パートナーリース」によって当社グループでシニアホーム運営事業者の与

信力を担保することで、運営力はあるが事業拡大が容易ではなかった運営事業者の開設支援についても強化して

まいります。
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当社は、2023年４月13日開催の取締役会にて、ビジョンを実現するための基本方針を決議しております。当社

が、事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業として

「インパクトＩＰＯ（※14）」を目指す上で、ビジョンを設定し、継続的に以下３点に取組むための方針を定め

ました。なお、2023年10月にインパクトＩＰＯを達成しております。

（１）「インパクト測定及びマネジメント（インパクト・メジャメント＆マネジメント（※15））」を行う

（２）インパクトに関する情報を開示・発信する

（３）ステークホルダーとのエンゲージメント活動を積極的に行う

 
※14　ポジティブな社会的・環境的インパクトの創出を目的としている企業がＩＰＯを実現すること（一般財団

法人社会変革推進財団HPより抜粋）。

※15　インパクト・メジャメント＆マネジメントとは、企業や非営利組織の活動やサービスが、社会や環境に与

えた変化や効果を可視化するのが「インパクト測定」、社会的な効果に関する情報にもとづいて事業改善

や意思決定を行い、インパクトの向上を志向することを「インパクトマネジメント」という（一般財団法

人社会変革推進財団HPより抜粋）。

 
上記の基本方針を基に、当社グループは、事業を通じて、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念でき

るよう、「介護家族にとって、ホーム介護の利用が『ポジティブ／当たり前』になっている状態」を目指し、

「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」の創出に貢献してまいります。

また、このような社会の創出を目指して、中長期的に

・「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」

・「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」

という２つの社会変化を目指して以下のとおり、事業展開をしてまいります。

 

(a)「マッチするシニアホームとの出会いにより、負担が軽減している介護家族が47都道府県で増加」の社会変化の

実現のために、以下の２つの指針に基づき、シニアホーム紹介サービスを展開してまいります。

（イ）介護家族が、シニアホームの情報と接点を持ち、家族会議を実施していること

当社は、入居検討者がシニアホームへの入居を検討するに当たり家族会議の場を持つことで、家族内でシニ

アホームへの納得感が醸成され、家族をシニアホームに入居させることに対する介護家族の心理的負担が大き

く削減されると考えており、シニアホームへの入居を検討している家族に対して家族会議の場を持つことを推

奨し、それを経営指標としてモニタリングしております。その結果、家族会議を経てシニアホーム入居を決め

た入居検討者は、その後実際にシニアホームへの入居に至ることが多くなっております。

（ロ）当社への相談の結果、マッチするシニアホームとの出会いにより、介護家族の負担が軽減していること

当社は、介護家族が抱える課題の多くはシニアホーム介護の適切な利用によって解決することができると考

え、シニアホーム介護の利用を促進することで、介護を担う家族の介護の負担が軽減され、高齢者に対する

「心の介護」に専念できる状態を作り出します。それを計測する経営指標として、マッチするシニアホームと

出会い入居に至った入居対象者の数（成約数）をモニタリングしております。

 
(b)「自らの強みを伸ばしてサービスの質を上げ、介護家族に安心を提供しているシニアホームの増加」の社会変化

の実現のために、以下の２つの指針に基づき、「ケアプライムコミュニティサイト」及びシニアホームコンサル

ティングサービスを展開してまいります。

（イ）シニアホームが自らの強みを認識し、シニアホームに対するニーズを把握する機会が増加していること

プラットフォーム「ケアプライムコミュニティサイト」に参加するシニアホーム間の経営情報の流通を実現

し、それを活かしてサービスの質を向上していただくために実施するものであります。サービスの質を向上し

たいという意欲を持つシニアホーム運営事業者に必要な情報を提供するものでありますが、特に、加盟するシ

ニアホームに自らの強みを認識していただくことに重点を置いております。そのプラットフォーム「ケアプラ

イムコミュニティサイト」の提供価値を明確に伝えることで、加盟者の募集を行います。

（ロ）新規シニアホームの開設支援により、介護家族に紹介可能な優良なシニアホームの数が増加していること

当社子会社である株式会社ケアサンクにて行うシニアホームコンサルティングサービスにおいては、シニア

ホーム運営事業者による新規のシニアホーム開設を支援することで、優良なシニアホームの増加を図り、介護

家族にとっての選択肢の増加とより適切なマッチングを目指しております。それを計測する経営指標として、

ケアサンクが開設に携わった新規開設施設の居室数をモニタリングしております。
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〔当社グループの社会インパクトの成果指標〕

当社グループが「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」を目指す過程で、「介護する家

族・ケアラー」に焦点を当て、「介護家族にとって、ホーム介護の利用がポジティブ／当たり前になっている

社会」を実現していくことは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標である持続可能な開発

目標（Sustainable Development Goals：以下、「ＳＤＧｓ」という。）の達成にも寄与するものであります。

在宅での介護を抱え込まざるを得ない状況に追い込まれている介護家族の負担を軽減することで、ＳＤＧｓ

の目標５「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」の中のターゲット5.4「公共の

サービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通

じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する」ことに繋がると考えております。

 
当社グループが目指す『介護家族が心の介護へ向き合い、高齢者が笑顔で居る社会』は、ＳＤＧｓ5.4.に係る

社会インパクトを創出しており、成果指標としては、介護家族の身体的介護負担からの解放によって生み出され

た時間とポジティブな使い方を計測しております。

 

※1：当社調べ 2023年4月～2025年11月「入居後「心の介護」アンケート(入居後にキーパーソンに対してアン

ケートを実施 N＝1231)」結果より、介護に要する時間が減ったと回答したN＝817の内訳を抜粋

※2：アルバイト・パートを含む　　

※3：家事の時間を除く

 
（２）目標とする経営指標

当社グループの目標とする経営指標として、前述のロジックモデルに記載の短期アウトカムから設定しておりま

す。当社グループが重視している経営指標等であるＫＰＩの内容、目安としている水準は以下のとおりでありま

す。なお、ＫＰＩの大前提として、リアルタイムで測定できる数値、かつコントロールできる数値であるものとし

ております。

なお、当連結会計年度末現在、ＫＰＩ１及びＫＰＩ４については見直しを行っておりますので、詳細な説明及び

数値の記載は省略しております。

 
(a)　シニアライフサポートサービス

〔ＫＰＩ２：家族会議実施数〕

介護家族と入居対象者が今後の生活方向を決める会議で、介護家族と入居対象者の意識の変革と成約率の向上

の測定指標であります。当社グループが目指す社会変化（インパクト）の視点からは、入居可能性のある入居対

象者の介護を担う介護家族との早期の接触を行い、介護家族に家族会議を開いてもらうことでシニアホーム介護

への納得感を醸成してもらい、シニアホーム介護利用の心理的抵抗感を和らげることに繋がることから、成約の

確度がより高まり、成約数の予測に繋がります。当社のコーディネーターが入居対象者や介護家族（身寄りのな

い生活保護受給者の場合は役所ケースワーカーが該当）と対面や電話、オンラインのいずれかでシニアホーム選

定のための条件や要望確認、優先順位の整理等の話し合いを実施した案件数によって計測されます。2025年10月

期においての実績は8,911件となっており、2028年10月期の目標25,710件に向けて拡大を図ってまいります。

当社のシニアホーム紹介サービスでは、「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」上のシニ

アホーム検索との差別化を図り、より満足度が高いシニアホーム提案を行うため、「介護家族を知る」ことを大
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切に「条件（身体状況、予算、エリア等）」と「要望（どのような暮らしを行いたいか、リハビリの要否等）」

を分けてヒアリングする機会である「家族会議」を実施しております。介護家族の状況を正しく把握すること

で、満足度の高いシニアホーム提案に加え、入居に伴い必要とされる煩雑な手続きについても的確な支援を行う

ことが可能となります。

〔ＫＰＩ３：スマイル数〕

実際にシニアホーム入居に至った入居対象者の数を表す指標であり、当社グループの営業収益に直結する指標

であります。2025年10月期においての実績は4,723人となっており、2028年10月期の目標12,741人に向けて拡大を

図ってまいります。

一般的に、介護家族自身が検索・選択を行う形の「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」

を利用したシニアホーム探しにおいては入居後のミスマッチが生じる可能性があります。一方、当社サービスの

利用者は、将来予測等を踏まえた付加価値のある提案により「その方らしい」シニアホームを中立・公平に見つ

けることができるため、入居後の暮らしまでを想定した納得の入居が可能となります。さらに見学調整、シニア

ホームや病院とのやり取り代行及び役所の申請手続サポートなど、相談から入居までのトータルサポートを行っ

ているため、「インターネットを介しての遠隔でのマッチングサービス」を利用したシニアホーム入居よりも成

約率が高まる傾向にあります。

マッチするシニアホームとの出会いを実現することにより、シニアホーム介護の利用が増加することで、介護

家族の負担が軽減され、入居対象者に対する「心の介護」に専念できる状態を作り出すことに繋がると考え、成

約数を示す本指標を経営指標として追求しております。

 
(b)　シニアホームコンサルティングサービス

〔ＫＰＩ５：新規開設居室数〕

シニアホームの新規開設に携わった数を表す指標であり、当社グループの営業収益に直結する指標でありま

す。2025年10月期においての実績は1,083室となっており、2028年10月の目標2,000室に向けて拡大を図ってまい

ります。

社会インパクトの文脈においては、介護家族に紹介可能な優良なシニアホームが増えることで、介護家族に安

心を提供でき、シニアホームの利用がポジティブになる状態への歩みを進めることに加え、シニアホーム紹介

サービスにおける紹介先を増やすことで、マッチするシニアホームとの出会いと、それに伴うスマイル数の増加

にもつながっていきます。

 
（３）経営環境

当社グループが提供するシニアライフサポートサービス及びシニアホームコンサルティングサービスが属する市

場は、高齢者人口の推移、要介護認定者数の推移及び要介護認定者の介護を行うケアラーの人口推移に大きく影響

を受けます。

日本における65歳以上の高齢者人口推移は以下の図のとおりであり、2025年７月時点で3,620万人（前年同月

3,625万人）となり、微減となりましたが、75歳以上の人口は2025年７月時点で2,114万人（前年同月2,060万人）と

増加しております。

また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、65歳以上の人口割合は今後も上昇を続け、第２次ベビー

ブーム期（1971年～1974年）に生まれた世代が65歳以上となる2040年には65歳以上の人口割合は34.8％、2045年に

は36.3％になると見込まれております。
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出典　総務省統計局：人口推計（2025年７月）

　　　国立社会保障・人口問題研究所：日本の将来推計人口（2023年４月）

 
このように65歳以上の人口増加に伴い、介護を受ける者・介護をする者の人口も上昇を続けており、自宅で介護

を受ける者と介護をする者の双方が65歳以上の高齢者「老老介護（※16）」については、約200万人（2023年想定）

と見込まれております。

 
※16　老老介護とは、自宅で介護を受ける者と介護をする者の双方が65歳以上の高齢者をいう。

 

※1　経済産業省「新しい健康社会の実現」（令和５年３月）より抜粋。

※2 65歳以上の要介護認定者数（厚生労働省「介護保険事業状況報告」（令和７年10月分））に、同居介護率

及び同居介護内に占める当該割合（厚生労働省「国民生活調査」（令和４年））を乗じ試算。

※3　文部科学省「令和７年学校基本調査」における中学生・高校生の生徒数に、三菱UFJリサーチ&コンサル

ティング「ヤングケアラーの実態に関する調査報告書」における世話をしている家族がいる率を乗じ試

算。

 
「老老介護」の増加に加え、働きながら介護に当たる「ビジネスケアラー」、家族の介護やケア、身の回りの世

話を担う18歳未満の「ヤングケアラー」の負担が大きな社会問題となりつつあります。

今後、以下の図のとおり2035年度まで要介護認定者数が増加することが予想され、要介護認定者数に対する「老

老介護」、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」の割合は上昇していくものと想定されます。
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特に「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」が抱える問題として、「ビジネスケアラー」は40～50代が多

く、会社や同僚にプライベートなことを相談しづらいため突然の離職に至るケースも多い等、仕事と介護の両立に

切迫した不安・課題を抱えている傾向にあり、「ビジネスケアラー」の人口は今後、2030年度には、318万人以上に

も達すると見込んでおります。

また、働きながら介護にあたる「ビジネスケアラー」の介護による労働時間短縮の労働生産性への影響は経済産

業省の推計により2030年度には約9.1兆円の損失へ繋がると見込まれております。

さらに、「ヤングケアラー」については、その生活が“当たり前”で、自身が「ヤングケアラー」という認識が

ないという子どもも少なくないと言われており、介護やケアに忙しい等、本来受けるべき教育を受けることができ

ない、同世代との人間関係を満足に構築できづらいなど、大きなリスクをはらんでおります。「ヤングケアラー」

の人口は2025年には約31万人と推定され、今後は少子高齢化社会の進行に伴い徐々に減少していく見込みではあり

ますが、それに反して要介護認定者数は増加していく見込みであり、「ヤングケアラー」一人当たりの負担は増加

していくものと見込んでおります。

このように、高齢者の人口割合の上昇とともに要介護認定者が増えることにより、こうした多様化する介護家族

の一人当たりの介護を担う人数は今後益々増えることが予想されます。

当社グループは、事業を通じて、介護家族が高齢者に対する「心の介護」に専念できるよう、「介護家族にとっ

て、シニアホームの利用が『ポジティブ／当たり前』になっている状態」を目指しており、介護される側も含めて

「共倒れ」にならないためにも、「老老介護」、「ビジネスケアラー」及び「ヤングケアラー」が抱えている問題

を解決できるようシニアホーム紹介サービスを提供しております。

また介護家族に安心を提供するシニアホームを増やし、要介護認定者数の増加にあたっても受け入れるシニア

ホームを確保できるよう、シニアホームコンサルティングサービスによる新規のシニアホームの開設支援を提供し

ております。

 
（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

（a） シニアホーム紹介サービスの知名度と社会的信用の向上

不動産や保険選定に紹介のプロフェッショナルがいるように、シニアホーム紹介サービスにおいても紹介のプ

ロフェッショナルがいることについて世に広く認識していただくことが重要な課題と認識しております。そのた

め、介護家族に対する相談、提携するシニアホームの双方についてサービスの質の向上と数の拡大を目指してま

いります。

 
（b） 人材の確保及び育成

当社が展開するシニアホーム紹介サービスは労働サービスの提供事業であるため、人材の確保が事業継続の要

となります。また、案件をご紹介いただく医療機関のＭＳＷやＣＭ等の信頼を継続的に得るため、かつ、入居対

象者や介護家族に適切なシニアホーム提案をするためには、コーディネーターの課題対応能力の効率的な育成が

重要だと認識しております。そのため、優秀な人材の確保を継続的に行いながら、ＣＲＭシステムを利用した顧

客関係管理の質の向上、動画コンテンツを活用した教育体制の強化に取組みを行うとともに、一人ひとりが価値

ある存在として自立することにより退職予防にも努め、事業拡大を目指してまいります。

 
（c） 情報管理体制の強化

当社グループは事業を通じて取得した個人情報を所有しており、その情報管理を強化していくことが重要な課
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題であると認識しております。現在、当社グループでは「個人情報の保護に関する法律」の規定に則って、「個

人情報保護基本規程」や「特定個人情報取扱規程」等の諸規程を定め、当社グループで保有する個人情報の適法

かつ適正な取扱いの確保と、個人の権利・利益を保護するよう社内体制・ルールを確立しております。今後も社

内教育や研修などを継続して行ってまいります。

 
（d） 内部管理体制の強化

当社グループは事業の拡大・成長に応じた内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。経営

の公正性・透明性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスを強化し、適切な内部統制システムの構築を図って

まいります。

 
（e） 財務基盤の強化

当社グループは、財務基盤の安定性を維持しながら、様々な事業上の課題を解決するための事業資金を確保

し、また、新たな事業価値創出のために機動的な資金調達を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切

なバランスを模索していくことが、財務上の課題であると認識しております。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

当社グループは、高齢期の在り方として、社会資源であるシニアホームに属する介護の専門家に身体的介護を任

せ、家族は自身の社会的役割を果たしながら心の介護に専念すること、高齢者ご本人が周囲の様々な方の力を借りて

笑顔で過ごされる状態が『サステナブル（持続可能）な社会』の在り方だと考えます。

このような社会を実現するための企業としてコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。経験豊富な社外

取締役の招聘、監査等委員会の設置、監査法人との連携、内部統制システムの整備等を行ってまいりました。今後も

更に体制整備を進め、サステナブルな社会実現の一翼を担います。

 

（１）ガバナンス

当社グループは、サステナビリティに関する考え方や取組について取締役会及び経営会議において協議し、決定

いたします。取締役会は、当社グループのサステナビリティ課題への対応方針及び実行計画等についての審議・監

督を行います。当社グループのガバナンス体制に関しては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンス

の状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。

 

（２）人的資本に関する戦略

当社グループは、人的資本について以下の基本的方針を定めております。

 
「世の中にあってはならない社会課題の解決」を起点に人間力を高め、誇りが生まれる場

 

「何のために仕事をするのか」から笑美面は生まれました。

仕事を通じて周囲の幸せを願うような想いを持つことができれば、その人生は幸せになれると考え「世の中に

あってはならない社会課題の解決」に取り組みます。

意志を持った言動と行動で、自分で未来を定める。

気づきから自分なりに考え、進化する。

そして私らしくプロフェッショナルに。

この価値観に共感する仲間が集い協働・協創を生み、社会に新しい価値を届けていきたいと考えます。

 
当社グループでは、持続的成長と企業価値向上にあたり、人材は最も重要な経営資源と考えており、サステナビ

リティ関連の項目の中で、特に人的資本を重視しております。当社グループが目指す『家族が心の介護に向き合

い、高齢者が笑顔で居る社会』には、シニアホーム紹介を支援できるコーディネーター（相談員）をより多く増や

していくことが重要だと捉えております。当社グループの人的資本に関する考え方及び取組については、以下の通

りであります。

 
① 多様な人材ミッション

「社会課題の解決で世の中に恩返しをする」を加速させ、より大きなインパクトを生み出すためには、ともに

チャレンジする多くの仲間が必要不可欠です。ミッションに共感する多様な経験を有する仲間が集まり、それぞ

れに誇りを持ち働き続けることは、新たな価値創造が生まれ、より大きなインパクトを創り出すエネルギーとな

ります。当社グループでは、日々の頑張り、向き合う業務そのものが社会課題の解決に貢献できる事業と考えて

おります。インパクトメジャメント＆マネジメントを経営マネジメントシステムとして導入することで、事業活

動によるインパクトの可視化を行っております。多様な従業員が進むべき方向性を理解し、高い倫理観、やりが

いや誇りを持ちながら持続可能な社会を目指しております。
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a) 異業界からでも挑戦できる風土と制度づくり

当社グループでは、学歴やジェンダー、国籍等の属性による多様性のみならず、異業界からでも挑戦できる

風土と育成体制づくりに注力しながら、様々なバックグラウンドを持つ人材の採用を積極的に行っておりま

す。成果に基づく評価制度があり、従業員の特性や能力が最大限に発揮される育成体制等、「世の中にあって

はならない社会課題の解決」を起点に集まる従業員がやりがい、誇りを持ちながら成長できる環境を整えてお

ります。求職者から選ばれ続ける企業を目指すことで、社会課題の認知向上、解決に寄与してまいります。

 
b) リファラル制度

当社グループでは、「自分たちの仲間は自分たちで探す」を合言葉に、リファラル制度を制定しておりま

す。全社ミーティング等の定期発信やリファラル採用インタビューを介して、会社視点、誘った側、誘われた

側の背景やメリットまでしっかり伝えることで、従業員一人ひとりが当事者意識を持ち、能動的にリファラル

採用に協力する文化が芽生えております。

 
② 協働・協創が生まれる育成

当社グループには、「社会課題解決」を起点に、様々なバックグラウンドを持つ多様な仲間が入社しておりま

す。「役に立ちたい、笑顔にしたい」が原動力となり、強みを持った多様な個が協働・協創を生みだし、仲間と

ともに成長いたします。当社グループでは、「Sales Enablement」を導入し、継続的に学び続けられる環境を提

供し成長を支援しております。同時に従業員の意見・希望も確認しております。自分なりに考え、意志を持った

言動と行動で、自分で未来を定める力等、当社グループでは「私らしくプロフェッショナル」を求めておりま

す。誰かに言われたからではなく、自分自身がどうしていきたいか、自己選択できる力を求めながら、多様な個

人がチームを組むことで、個人では実現できないような大きなインパクトを社会に提供し続けていくことを目指

しております。

 
a) アナログと「Sales Enablement」による人材の再現性

社会課題解決を加速させるためには、新入社員の早期立ち上がりが重要になります。当社グループでは、組

織知としてノウハウを蓄積し、各々の知見や生産性を均質化できるように、営業のマニュアル化とプロセス管

理を徹底しております。「Sales Enablement」を導入して深度あるＰＤＣＡサイクルを回すことでオペレー

ショナル・エクセレンスの浸透を図っています。立ち上がりの道筋、時間と場所を選ばない動画を中心とする

ラーニングツール、基礎知識を応用力へ導く１on１等、異業種からでも安心してチャレンジできる育成体制を

強化し続けております。異業種からの転職で入社する従業員も多く、仲間のため、顧客のためにと、成功ナ

レッジを共有、助け合い、賞賛し合う仕組みと文化があり、個人の「強み」を集結し、組織力に繋げておりま

す。

 
③「働き続けたい」環境づくり

当社グループでは、持続的な事業成長を伴いながらインパクトを実現していく上で、人材の獲得及び確保は重

要な経営課題の一つとして認識しております。納得感のある評価制度として、一切の年功序列を排除し、社会課

題解決に貢献している従業員を正当に評価、昇進できる仕組みを構築しております。また多様なライフスタイル

でも働き続けることができる体制として、リモートワークやフレックス制度等、働き方の選択肢も用意しており

ます。また実名によるウェルビーイングサーベイを実施し、一人ひとりのコンディション状態や組織課題、期待

する声等をモニタリングしております。トップダウン、ボトムアップ双方のバランスを取りながら、ダイバーシ

ティ＆インクルージョンの推進に努めております。
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a) 適性診断で採用ミスマッチを防止

当社グループでは、誰もがやりがい、誇りを持ち、成長しながら働き続けてほしいと考えております。個が

持つパフォーマンスを最大限に発揮・成長できるよう、採用選考の一つにウェルビーイングサーベイによる適

性診断を導入しております。過去の退職や実績等を科学的に分析し、企業風土や業務適正を見極め、採用のミ

スマッチを未然に防いでおります。

 
b) ウェルビーイングサーベイを実施

当社では、月１回の頻度で実名によるウェルビーイングサーベイを実施し、一人ひとりのコンディション状

態や組織課題をモニタリングしております。モチベーション低下や離職リスクのある従業員に対しては早期面

談等を実施し、直属の上司だけでなく、チームを横断し、経営陣含めて支援しております。制度や仕組みだけ

でなく、ボトムアップ、トップダウン双方をバランスよく組み合わせながら、組織課題についても早期改善に

努め、多様な仲間がライフステージの変化にも柔軟に対応でき、安心して挑戦・活躍できる環境を整えており

ます。

導入制度：ウェルビーイングサーベイ、持株奨励金制度、性的少数者に関するガイドラインの作成及びパート

ナーシップ制度、Ｄ＆Ｉアワード、トップインクルーシブカンパニー申請

 
（３）リスク管理

当社グループは、「リスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメント推進委員会を設置することで審議

を中心とするリスクマネジメント体制を構築しております。サステナビリティに関するリスクにおいても、リスク

マネジメント推進委員会で審議された取組状況や重要な課題について、取締役会及び経営会議において適切な審議

や指導、監督を行うことにしております。また、外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するととも

に、内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。

 

（４）人材の育成及び社内環境整備に関する指標及び目標

当社グループは、人材育成方針及び社内環境整備方針を定めておりますが、当連結会計年度末現在において、具

体的な指標及び目標は設定しておりません。当社グループが描くサステナビリティを推進するうえで適切と考えら

れる具体的な指標及び目標について議論を進め、より働きやすい環境の実現や社内制度の改善に向けての取組を推

進してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載しております事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

ただし、将来の業績や財政状態に与えうるリスクや不確実性は、これらに限定されるものではありません。なお、

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

 
（1）事業環境等に関するリスク

①感染症等の影響について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

新型コロナウイルス感染症禍においては、クラスター発生予防対策のため、施設への立ち入りを制限している

医療機関やシニアホームが数多くありました。現在は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行され、シ

ニアホームの受入制限、病院退院活動制限も短期間で終息する状態に変化しましたが、新たな変異ウイルスが発

生した場合には再びシニアホームへの十分な配慮が必要な状況となります。これに対処するため、シニアホーム

の受入れ情報などの情報収集を継続的に行い、それを医療機関のＭＳＷやＣＭ等に適時提供することで、安心感

の醸成と、継続的なサービス提供の維持を目指しております。しかしながら、想定を超える感染拡大が発生した

場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
②業界動向について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

当社グループが提供するシニアホーム紹介サービスは、投資や許認可が不要なサービスであるため比較的参入

障壁が低い事業ではありますが、事業の拡大や継続するためには、人材コスト及び拡大への一定の時間が必要と

なるため、競合他社が突発的に成長する可能性が低い現状となっています。またシニアホームコンサルティング

サービスについては、シニアライフサポートサービスで培った顧客との関係性や、グループ全体でのトータル

サービスの提供が参入障壁となっております。

しかしながら、多数の企業が参入し競争が激しくなった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

 
③顧客企業の経営環境について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループは、主としてシニアホーム等を営む企業から手数料等を受領しております。当社グループは介護

業界・高齢者を支える複数のサービスを提供することに努めておりますが、社会保障費に関する法改正等による

介護業界全体若しくは顧客企業の経営環境の変化に伴う投資ニーズが急速かつ大きく変化することにより、多く

の顧客企業の収益が低迷した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
（2）事業内容等に関するリスク

販売価格について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

当社グループが展開するシニアホーム紹介サービスの販売価格は、シニアホームへの入居に対する手数料であ

り、各シニアホーム運営事業者との法人単位の契約が基となっております。過去のシニアホームの入居率の推移

を鑑みると、今後も需給バランスが急速に悪化する可能性は低く、突発的な手数料の低下は起こりにくい構造で

あり、現時点での手数料減少リスクは少ないものと想定しております。またシニアホームコンサルティングサー

ビスの販売価格は、主に不動産仲介業の基準に則った媒介手数料およびコンサルティングサービス料の価格と

なっております。現状シニアホーム開設に際しコンサルティングと不動産仲介を総合的に行っている企業は限ら

れており、他社との価格競争が起こりにくいことから、現時点での販売価格減少リスクは少ないものと想定して

おります。

しかしながら、想定を超える販売価格の低下が起こった場合には当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。
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（3）組織体制等に関するリスク

①人材の確保について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

当社グループが展開するシニアホーム紹介サービスは労働サービスの提供事業であるため、人材の確保が事業

継続の要となります。現状では、採用エージェント経由での人材確保がメインとなりますが、当社グループの事

業が社会課題解決に繋がる点、ダイバーシティ＆インクルージョンの取組み、ＳＤＧｓの取組などを踏まえ、

エージェントから安定した求職者紹介をいただけております。また、取引先である病院のＭＳＷや介護関連会社

の従業員の転職率が高いため、医療介護業界からの転職も今後増加していくものと予測しております。しかしな

がら、採用がうまく進まない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
②人材育成及び退職予防について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

案件をご紹介いただく医療機関のＭＳＷやＣＭ等の信頼を継続的に得るため、また、入居対象者や介護家族に

適切なシニアホーム提案をするためには、コーディネーターの課題対応能力の効率的な育成が重要です。当社グ

ループの経営計画を達成するためにも、新入社員の事業に関する知識の定着の早期化が課題となっております。

そのため、ＣＲＭシステムを利用した顧客関係管理の質の向上や、動画コンテンツを活用した教育体制の強化に

取組を行うとともに、一人ひとりが価値ある存在として自立することにより退職予防に努めてまいります。

また、退職予防としてリテンション施策を行っており、具体的にはパルスサーベイ（※17）を活用した対象者

フォロー面談を実施し、人材・組織開発室にてフォロー面談実施内容の確認・報告を行い退職予防に努めており

ます。しかしながら、人材の育成に時間を要した場合や多くの退職を防げなかった場合には、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
※17　パルスサーベイとは、企業が従業員の満足度や心の健康状態を把握するために簡単な質問を短期間・高頻

度で実施する調査のことをいう。

 
（4）事業に関する法的規制等に関するリスク

①介護業界について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

当社グループが事業を展開しているシニアホーム紹介サービスは、介護業界と緊密な関わりがあるため、当局

並びに高齢者住まい事業者団体連合会、一般社団法人全国介護事業者連盟における発表内容等が業界に対して影

響を及ぼす可能性があります。今後において、介護業界に対する規制環境の変化や業界各社の対応に何らかの変

化が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
②個人情報について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループは事業を通じて取得した個人情報を所有しております。当社グループでは「個人情報の保護に関

する法律」の規定に則って、「個人情報保護基本規程」や「特定個人情報取扱規程」等の諸規程を定め、当社グ

ループで保有する個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保と、個人の権利・利益を保護するよう社内体制・ルー

ルを確立しております。しかしながら、何らかの原因により個人情報が外部に流出した場合には、企業としての

社会的信用力が低下することにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
③労務管理について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

当社グループは、労務管理を経営の重要課題として認識しており、そのため当社グループは労働基準法等関係

法令を遵守し、社内規程の整備、運用を徹底し労務管理を行っております。しかしながら、労務管理不備により

関連法令の違反に伴う行政処分等、従業員との紛争等が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。
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（5）その他のリスク

①過年度の経営成績及び税務上の繰越欠損金について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

当社グループは過年度において当期純損失を計上しており、2025年10月31日現在において税務上の繰越欠損金

が存在しております。繰越欠損金は、一般的に将来の課税所得から控除することが可能であり、将来の税額を減

額することができますが、今後の税制改正の内容によっては、納税負担額を軽減できない可能性もあります。ま

た、繰越欠損金が解消された場合、通常の税率に基づく法人税等が発生し、当社グループの経営成績及びキャッ

シュ・フローに影響を与える可能性があります。

 

②特定人物への依存について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

当社の代表取締役社長である榎並将志は、当社の創業者であり、創業以来の最高経営責任者であります。同氏

は、当社グループの経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において重要な役割を果たしております。当社グ

ループでは、経営会議等における役員及び幹部人材への情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存し

ない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が経営執行を継続することが困難になった場

合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 
③配当政策について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

当社グループは、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様

に対する利益還元を経営の重要課題の１つと位置付けており、将来的には、各連結会計年度の財政状態及び経営

成績を勘案しながら株主の皆様への利益還元を検討していく予定であります。しかしながら、現時点において配

当実施の可能性及びその実施時期等については未定であり、業績次第では今後安定的な配当を行うことができな

いリスクが存在します。

 
④調達資金の使途について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：５年以内、影響度：小

当社が株式上場時に行った公募増資による調達資金の使途については、事業成長のための新規拠点開設費、採

用費及び人件費、広告宣伝費、システム開発費に充当する計画であります。しかしながら、急速に変化する事業

環境に柔軟に対応するため、上記計画以外の使途へ充当する可能性もあります。また、計画どおりの使途に充当

された場合でも、想定どおりの効果を上げるとは限らず、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

 
⑤新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

当社グループは、役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとしてストック・オ

プションを付与しているほか、今後も優秀な人材確保のためのストック・オプションを発行する可能性があり、

現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権等について行使が行われた場合には、保有株式

の価値が希薄化する可能性があります。

なお、当連結会計年度末において新株予約権による潜在株式数は62,727株であり、自己株式を除く発行済株式

総数2,029,405株の3.1％に相当しております。

 
⑥訴訟について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

当連結会計年度末において、当社グループが当事者として関与している訴訟手続きはありません。しかしなが

ら、今後の当社グループの事業展開の中で、第三者が何らかの権利を侵害され、又は損失を被った場合、当社グ

ループに対して訴訟その他の請求を提起される可能性があります。損害賠償の金額によっては、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑦インターネット等による風評被害について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中
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ソーシャルメディア等の急激な普及に伴い、当社グループに対するインターネット上の書き込み、悪意ある投

稿等による風評被害が発生・拡散した場合、その内容の正確性に関わらず、当社グループの社会的信用が毀損

し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑧減損損失について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

現状当社グループは事務所設備、業務システム等の固定資産を所有しておりますが、多くは所有しておりませ

ん。しかしながら、当社グループの資産の時価が著しく下落した場合や、将来新たに開始するものも含めて、事

業の収益性が悪化した場合には、減損会計の適用により資産について減損損失が発生し、当社グループの経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載は

しておりません。

 

(1)経営成績等の状況の概要

①財政状態の状況

（資産）

当連結会計年度末における資産は1,377,811千円となりました。

流動資産は1,006,461千円となりました。主な内訳は、現金及び預金657,258千円、売掛金289,899千円です。

固定資産は370,308千円となりました。主な内訳は、関係会社株式119,931千円、敷金76,787千円、繰延税金資

産72,235千円です。

 
（負債）

当連結会計年度末における負債は564,336千円となりました。

流動負債は429,910千円となりました。主な内訳は、未払金107,289千円、未払費用84,017千円、賞与引当金

58,995千円です。

固定負債は134,425千円となりました。主な内訳は、長期借入金97,347千円、資産除去債務23,906千円です。

 
（純資産）

当連結会計年度末における純資産は813,474千円となりました。

主な内訳は、資本金270,440千円、資本剰余金220,440千円、利益剰余金322,891千円です。

 
②経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種経済政策の効果、インバウンド需要の回

復等を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、円安や原材料価格の高止まりに伴う物価上昇が個人

消費に影響を及ぼしていることに加え、米国の通商政策や金融政策の動向、急激な為替変動、地政学リスクの長

期化など、不透明な国際情勢による影響もあり、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いており

ます。

介護業界におきましては、在宅介護を担う介護家族の介護負担状況は、ビジネスケアラー約318万人、老老介護

約200万人、ヤングケアラー約31万人に達するなど、在宅介護を担う介護家族への支援は不十分な状況にありま

す。また、シニアホームの入居検討においては、適切な情報収集が困難なためにシニアホーム入居に対する誤解

等により躊躇や諦めが起こっているケースもあり、介護する側の介護家族においても共倒れのリスクをはらんで

おります。

このような環境のもと、当社グループは介護家族の負担を軽減すべく、介護家族が高齢者に対する「心の介

護」に専念できるよう「介護家族にとって、シニアホームの利用が『ポジティブ/当たり前』になっている状態」

を目指し、当社コーディネーターによる「家族会議」を経て最適な入居支援を無料で行う「シニアホーム紹介

サービス」と、安心して入居できる質の高いシニアホームを増やすため新規のシニアホーム開設の支援を行う

「シニアホーム運営コンサルティング」の継続的なサービス提供に努めてまいりました。

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結

財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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（シニアライフサポートサービス）

当期の実績においては、病院に在籍する退院支援等を担うＭＳＷからの「紹介数」が12,501件（前期比

48.8％増）、介護家族にとって納得あるシニアホーム選びに欠かせない「家族会議実施数」は8,911件（前期比

40.8％増）、入居成約数である「スマイル数」は4,723件（前期比33.0％増）とそれぞれ拡大いたしました。プ

ラットフォームサイト登録数においては、2025年10月期計画8,000ホームを上回る、10,212ホームまで登録が進

みました。

当事業では、入居支援を担うコーディネーターの採用・育成が社会課題解決を加速させると考え、前期同様

に積極採用を実施し戦力化を進めてまいりましたが、採用した人材の育成に遅れが発生し、収益及び利益を押

し下げる結果となりました。

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は1,549,100千円となりました。

営業費用は、主に計画通り人員を拡充したことによる人件費の増加及び営業活動の強化による旅費交通費の

増加が発生しました。営業収益が予算を下回った一方で営業費用が概ね予算通り消化された結果、セグメント

損失は19,679千円となりました。

なお、2025年７月に持分法適用関連会社となった株式会社Funtocoについては、持分法による投資利益を

3,264千円計上しております。

 
（シニアホームコンサルティングサービス）

2024年９月にサービスの質の高いシニアホームを世の中に増やすことを目的とし、株式会社笑美面からシニ

アホーム新規開設コンサルティングサービスを独立させ、株式会社ケアサンクを設立いたしました。シニア

ホーム新規開設コンサルティングサービスを中心にサービスを拡充し展開しております。

当連結会計年度は、案件の獲得と成約が順調に進み、営業収益は323,886千円となりました。営業費用は、案

件の成約が増えたことにより計画より増加いたしましたが、営業収益の増加で吸収し、セグメント利益は

134,314千円となりました。

 
以上の結果、当連結会計年度の営業収益は1,872,987千円となりました。

営業費用は、主に人件費や営業に係る旅費交通費等の増加により1,758,339千円、営業利益は114,647千円、

経常利益は117,054千円、親会社株主に帰属する当期純利益は89,670千円となりました。

 
③キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、657,258千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、76,765千円となりました。これは主に税引前当期純利益114,168千円の計

上、未払金の増加額18,795千円、預り金の増加額19,090千円による増加の計上及び売上債権の増加額63,238千

円による減少の計上によるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、201,680千円となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出

116,666千円の計上及び敷金及び保証金の差入による支出54,353千円の計上によるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は、13,955千円となりました。これは主に長期借入れによる収入35,000千円の

計上及び長期借入金の返済による支出25,700千円の計上によるものであります。

 
④生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

　当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

ｂ．受注実績

　当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
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ｃ．販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(千円) 前期比(％)

シニアライフサポートサービス 1,549,100 －

シニアホームコンサルティングサービス 323,886 －

合計 1,872,987 －
 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．当連結会計年度より報告セグメント区分の変更を行っているため、前期比については記載しておりませ

ん。

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割

合が10％以上の相手先がいないため、記載を省略しております。

 
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討の内容

 ａ．財政状態の分析

「（1）経営成績等の状況の概要　①財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 ｂ．経営成績の分析

「（1）経営成績等の状況の概要　②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 
②キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては「（1）経営成績等の状況の概要　③キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりであります。

 
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。連結財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の

報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を

勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りとは異

なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針については、「第５ 経理の状況　

１ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（重要な会計方針）」に記載のとおりであります。

会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結

財務諸表 注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載のとおりであります。

 
④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、「１　経営方針、経営環境及

び対処すべき課題等」に記載のとおり、シニアライフサポートサービスにおいて「ＭＳＷからの紹介数」「家族

会議実施数」「スマイル数」「プラットフォームサイト登録数」をＫＰＩとしております。

当該ＫＰＩを採用した理由は、投資家が当社グループの経営方針・経営戦略等を理解する上で重要な指標であ

り、当社グループが事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図す

る企業として、「介護家族がシニアホーム紹介サービスと出会い、家族会議等の支援を経て、マッチするシニア

ホームとの出会いにより介護負担が軽減する」こと、及び「シニアホームが自らの強みを認識する等、介護家族

ニーズを把握する機会が増加する」ことによる社会変化を生み出してビジョンを実現するためであり、経営方

針・経営戦略等の進捗状況や、実現可能性の評価等を行うことが可能となるためであります。

なお2026年10月期からは、「ＭＳＷからの紹介数」「プラットフォームサイト登録数」の２指標をＫＰＩから

外し、新たにシニアホームコンサルティングサービスにおける指標として「新規開設居室数」を追加しておりま

す。「新規開設居室数」については、介護家族への紹介可能な優良なシニアホームの開設を支援することで、当
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社グループが目指す「シニアホームが自らの強みを認識する等、介護家族ニーズを把握する機会が増加する」と

いう社会変革を実現しながら、営業収益にも直結する指標であることから新たに採用しております。

 
各ＫＰＩの推移は以下のとおりであります。

ＫＰＩ
2023年
10月期
（実績）

2024年
10月期
（実績）

2025年
10月期
（実績）

2026年
10月期
（目標）

2027年
10月期
（目標）

2028年
10月期
 (目標)

ＭＳＷからの紹介数（人） 6,466 8,401 12,501 － － －

家族会議実施数（件） 3,296 6,330 8,911 12,780 17,410 25,710

スマイル数（人） 2,381 3,550 4,723 6,744 8,747 12,741

プラットフォームサイト
登録数（件）

5,335 7,540 10,212 － － －

新規開設居室数（室） － － 1,083 1,350 1,650 2,000
 

（注）１．ＭＳＷからの紹介数及びプラットフォームサイト登録数については、2025年10月期をもってＫＰＩか

ら外れておりますので、2026年10月期以降の目標数値には記載しておりません。

２．新規開設居室数については、2026年10月期からのＫＰＩであるため、2024年10月期以前の実績数値に

は記載しておりません。

 
⑤資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの財政状態及び経営成績の分析については、前記「（1）経営成績等の状況の概要　①財政状態の

状況」及び「②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 
⑥経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「３ 事業等のリスク」に含めて記載して

おります。

 
⑦経営者の問題意識と今後の方針について

経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載して

おります。

 
 

５ 【重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は58,315千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のと

おりであります。

（１）シニアライフサポートサービス

当連結会計年度の主な設備投資は、新拠点の開設に伴う建物附属設備と備品の購入、及びケアプライムプラッ

トフォームサイトのソフトウェア開発による総額40,616千円の投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 
（２）シニアホームコンサルティングサービス

当連結会計年度の主な設備投資は、㈱ケアサンクにおける本社の移転及び東京支社開設に伴う建物附属設備と

備品の購入による総額17,699千円の投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

      2025年10月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物附属設備
工具、器具
及び備品

ソフトウエア 合計

本社
(大阪府大阪市西区)

シニアライフ
サポートサー
ビス

業務
施設

4,344 512 22,483 27,340 21

新大阪オフィス
(大阪府大阪市淀川
区)他11拠点

シニアライフ
サポートサー
ビス

業務
施設

22,213 2,553 ― 24,766 158

 

(注) １．現在休止中の設備はありません。

２．本社及び主要オフィスの建物は賃借物件であり、年間賃借料は以下のとおりであります。

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
年間賃借料
(千円)

本社
(大阪府大阪市西区)

シニアライフ
サポートサービス

業務施設 5,956

新大阪オフィス
(大阪府大阪市淀川区)他11拠点

シニアライフ
サポートサービス

業務施設 35,139
 

 
(2) 国内子会社

       2025年10月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物附属設備
工具、器具
及び備品

ソフトウエア 合計

㈱ケア
サンク

本社
(大阪府大阪
市中央区)

シニアホーム
コンサルティ
ングサービス

業務
施設

13,813 2,965 － 16,778 ９

 

(注) １．現在休止中の設備はありません。

２．本社の建物は賃借物件であり、年間賃借料は以下のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
年間賃借料
(千円)

㈱ケアサンク
本社
(大阪府大阪市中央区)

シニアホームコンサル
ティングサービス

業務施設 5,694
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

提出
会社

札幌オフィス
 (北海道札幌市
北区)

シニアライフ
サポートサー
ビス

営業
拠点
開設

3,652 3,652 自己資金
2025年
９月

2025年
11月

（注）１

提出
会社

東京新宿オフィ
ス
(東京都新宿区)

シニアライフ
サポートサー
ビス

営業
拠点
開設

4,673 4,673 自己資金
2025年
９月

2025年
11月

（注）１

提出
会社

東京町田オフィ
ス
(東京都町田市)

シニアライフ
サポートサー
ビス

営業
拠点
開設

3,664 3,664 自己資金
2025年
９月

2025年
11月

（注）１

提出
会社

千葉オフィス
(千葉県船橋市)

シニアライフ
サポートサー
ビス

営業
拠点
開設

3,850 3,850 自己資金
2025年
９月

2025年
11月

（注）１

提出
会社

広島オフィス
(広島県広島市中
区)

シニアライフ
サポートサー
ビス

営業
拠点
開設

3,787 3,787 自己資金
2025年
９月

2025年
11月

（注）１

㈱ケア
サンク

東京支社
(東京都港区)

シニアホーム
コンサルティ
ングサービス

営業
拠点
開設

6,851 6,851 自己資金
2025年
９月

2025年
11月

（注）１

 

(注)１．完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。

２．2026年10月期においては提出会社の東京神田オフィスの移転を予定しておりますが、具体的な設備投資額は

未定であります。

 
(2) 重要な設備の除却等

当社は2026年２月に東京神田オフィスの移転を予定しており、これに伴う現東京神田オフィスの設備の除却を計

画しておりますが、除却に伴う損失予想値は軽微です。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,600,000

計 6,600,000
 

（注）2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能

株式総数は6,600,000株増加し、13,200,000株となっております。

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年１月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,029,540 4,059,080
東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容
に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。
また、単元株式数は100株でありま
す。

計 2,029,540 4,059,080 ― ―
 

（注）１．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株を２株に株式分割いたしま

した。これにより株式数は2,029,540株増加しております。

２．「提出日現在発行数」には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第１回新株予約権

決議年月日 2018年４月25日

付与対象者の区分及び人数(名)　※ 従業員　１

新株予約権の数（個）　※ 14 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
び数（株）　※

普通株式　420 (注)１、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 17 (注)２、６

新株予約権の行使期間　※ 2020年５月１日～2028年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　17 (注)６
資本組入額　 9 (注)６

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとす
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項　※

（注）５
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)

現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、30株であります。

　　　　（ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行う。）

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株

式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

　　また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有してい

なければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代

表取締役（取締役会が設置された場合は取締役会）が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは

ない。

②　新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．新株予約権の取得事由及び条件

①　新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会

社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総
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会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は無償で新株予約権を取得するこ

とができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新

株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利

行使期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

上記３に準じて決定する。

⑦　増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨　新株予約権の取得事由

上記４に準じて決定する。

６．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載

となっております。
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第３回新株予約権

決議年月日 2020年７月14日

付与対象者の区分及び人数(名)　※ 取締役　３、執行役員　２、従業員　14

新株予約権の数（個）　※ 445 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
び数（株）　※

普通株式　13,350 (注)１、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,094 (注)２、６

新株予約権の行使期間　※ 2022年８月１日～2030年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　1,094 (注)６
資本組入額　 547 (注)６

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとす
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項　※

（注）５
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)

現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、30株であります。

　　　　（ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行う。）

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株

式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り上げる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

　　また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有してい

なければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取

締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．新株予約権の取得事由及び条件

①　新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会

社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は無償で新株予約権を取得するこ

とができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新
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株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利

行使期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

上記３に準じて決定する。

⑦　増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨　新株予約権の取得事由

上記４に準じて決定する。

６．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載

となっております。
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第４回新株予約権

決議年月日 2021年10月22日

付与対象者の区分及び人数(名)　※ 執行役員　２、従業員　23

新株予約権の数（個）　※ 378 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
び数（株）　※

普通株式　11,340 (注)１、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,094 (注)２、６

新株予約権の行使期間　※ 2023年12月１日～2031年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　1,094 (注)６
資本組入額　 547 (注)６

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとす
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項　※

（注）５
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)

現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、30株であります。

　　　　（ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行う。）

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株

式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り上げる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

　　また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有してい

なければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取

締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．新株予約権の取得事由及び条件

①　新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会

社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は無償で新株予約権を取得するこ

とができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新
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株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利

行使期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

上記３に準じて決定する。

⑦　増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨　新株予約権の取得事由

上記４に準じて決定する。

６．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載

となっております。
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第５回新株予約権

決議年月日 2023年１月27日

付与対象者の区分及び人数(名)　※ 取締役　１、執行役員　２、従業員　52

新株予約権の数（個）　※ 1,210 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
び数（株）　※

普通株式　36,300 (注)１、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,094 (注)２、６

新株予約権の行使期間　※ 2025年２月１日～2032年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　1,094 (注)６
資本組入額　547 (注)６

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとす
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項　※

（注）５
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)

現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、30株であります。

　　　　（ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行う。）

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株

式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り上げる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

　　また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有してい

なければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取

締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．新株予約権の取得事由及び条件

①　新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会

社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は無償で新株予約権を取得するこ

とができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新
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株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利

行使期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

上記３に準じて決定する。

⑦　増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨　新株予約権の取得事由

上記４に準じて決定する。

６．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載

となっております。
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第６回新株予約権

決議年月日 2023年１月27日

付与対象者の区分及び人数(名)　※ 子会社役員　１ (注)７

新株予約権の数（個）　※ 80 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
び数（株）　※

普通株式　2,400 (注)１、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,094 (注)２、６

新株予約権の行使期間　※ 2025年２月１日～2032年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　1,094 (注)６
資本組入額　547 (注)６

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとす
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項　※

（注）５
 

※　当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年12月31日)

現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、30株であります。

　　　　（ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行う。）

なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株

式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り上げる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

　　また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

　　さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社との

間で業務委託契約、顧問契約及びアドバイザリー契約等（類似する契約を含む。以下、業務委託契約等

という。）が有効に存続していることを要する。ただし、当該業務委託契約等が終了している場合で

あっても、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

②　新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．新株予約権の取得事由及び条件

①　新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会

社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社は無償で新株予約権を取得するこ

とができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新
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株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利

行使期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

上記３に準じて決定する。

⑦　増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨　新株予約権の取得事由

上記４に準じて決定する。

６．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は分割前の記載

となっております。

７．付与対象者が当社子会社である株式会社ケアサンクの役員に就任したことにより、付与対象者の区分を社外

協力者から子会社役員としております。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年３月31日
（注）１

― 54,108 △104,965 50,000 △74,965 ―

2021年10月29日
（注）２

1,217 55,325 19,958 69,958 19,958 19,958

2023年６月30日
（注）３

1,604,425 1,659,750 ― 69,958 ― 19,958

2023年10月25日
（注）４

280,000 1,939,750 159,712 229,670 159,712 179,670

2023年11月22日
（注）５

64,500 2,004,250 36,790 266,461 36,790 216,461

2023年11月１日～
2024年10月31日
（注）６

20,940 2,025,190 1,599 268,061 1,599 218,061

2024年11月１日～
2025年10月31日
（注）６

4,350 2,029,540 2,379 270,440 2,379 220,440

 

(注) １．資本金及び資本準備金の減少は欠損金を解消して財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、資

本金の減資割合は67.7％、資本準備金の減資割合は100％となっております。

２．有償第三者割当　1,217株

割当先　　 　 個人３名

発行価格　　　32,800円

資本組入額　　16,400円

３．株式分割（１：30）によるものであります。

４．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　 1,240円

引受価額　　1,140.80円

資本組入額　　570.40円

５．有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

割当先　　　株式会社SBI証券

発行価格　　1,140.80円

資本組入額   570.40円

６．新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

７．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付で普通株式１株を２株に株式分割いたしまし

た。これにより株式数は2,029,540株増加しております。

 
(5) 【所有者別状況】

         2025年10月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 5 14 19 15 8 1,684 1,745 －

所有株式数
(単元)

－ 1,322 1,342 1,258 1,686 273 14,364 20,245 5,040

所有株式数
の割合(％)

－ 6.5 6.6 6.2 8.3 1.3 71.0 100.00 －
 

（注）自己株式135株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に35含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

2025年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

榎並　将志 大阪府大阪市西区 1,620,560 39.93

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 151,800 3.74

金田　喜人 東京都三鷹市 116,800 2.88

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮ
ＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
 （常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

ＰＬＵＭＴＲＥＥ ＣＯＵＲＴ， ２５ ＳＨ
ＯＥ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ４Ａ ４
ＡＵ， Ｕ．Ｋ．
 （東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ
門ヒルズステーションタワー）

103,000 2.54

丸谷　和徳 東京都目黒区 100,000 2.46

株式会社ＦＤＳ 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番８号 91,400 2.25

アクサ生命保険株式会社
東京都港区白金一丁目17番３号　ＮＢＦプラ
チナタワー

90,000 2.22

住友生命保険相互会社 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 90,000 2.22

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口Ｔ６Ｋ１５７００
１）

東京都港区赤坂一丁目８番１号　赤坂イン
ターシティＡＩＲ

78,000 1.92

ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮ
ＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮ
ＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡ
ＳＨＰＢ）
（常任代理人　野村證券株式会
社）

１　ＡＮＧＥＬ　ＬＡＮＥ，　ＬＯＮＤＯ
Ｎ，　ＥＣ４Ｒ　３ＡＢ，　ＵＮＩＴＥＤ　
ＫＩＮＧＤＯＭ
（東京都中央区日本橋一丁目13番１号）

71,800 1.77

計 ― 2,513,360 61.92
 

（注）１．当社は2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、各株式数について

は、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。

２．2025年10月31日現在における日本マスタートラスト信託銀行（信託口Ｔ６Ｋ１５７００１）の信託業務に

係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

３．2025年12月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、2025年11月28日現在でＰＡＬ

Ｍ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＰＴＥ．ＬＴＤ．が以下の株式を所有している旨が

記載されているものの、222,300株（保有割合5.48％）を保有している旨が記載されております。しかし、

当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上位大株主には含め

ておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数(株)

株券等保有
割合(％)

ＰＡＬＭ　ＩＮＶＥＳＴＭ
ＥＮＴ　ＭＡＮＡＧＥＭＥ
ＮＴ　ＰＴＥ．ＬＴＤ．

１　ＫＩＭ　ＳＥＮＧ　ＰＲＯＭＥＮＡＤ
Ｅ，　＃１１－１３，　ＧＲＥＡＴ　ＷＯＲ
ＬＤ　ＣＩＴＹ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　２
３７９９４

222,300 5.48
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2025年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

― ―
100

完全議決権株式(その他)
普通株式

20,244
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。なお、
単元株式数は100株であります。2,024,400

単元未満株式
 普通株式

― ―
5,040

発行済株式総数 2,029,540 ― ―

総株主の議決権 ― 20,244 ―
 

(注）１．「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。

２．2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該

株式分割前の株式数を記載しております。この分割により、発行済株式総数は2,209,540株増加し、

4,059,080株となっております。

 
② 【自己株式等】

2025年10月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合
（％）

株式会社笑美面
大阪府大阪市西区京町
堀一丁目８番33号

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00
 

（注）2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株

式分割前の株式数を記載しております。

 
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 従業員株式所有制度の概要

当社は、従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、財産形成の一助とすることを目的として、従業員持株会

制度を導入しております。

 
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

特段の定めは設けておりません。

 
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社及び当社子会社の従業員に限定しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額（千円)

当事業年度における取得自己株式 55 103

当期間における取得自己株式 55 103
 

（注）当期間における取得自己株式には、2026年１月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(　　－　　) － － － －

保有自己株式数 135 － 135 －
 

（注）当期間における取得自己株式数には、2026年１月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 
 
３ 【配当政策】

当社グループは、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対

する利益還元を経営の重要課題の１つと位置付けておりますが、現在は成長過程にあると考えており、経営基盤の強

化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、より

一層の業容拡大を目指すことが株主の皆様に対する最大の利益還元に繋がると考えております。

そのため、当面の間は、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を

図る方針であります。

利益配分につきましては、今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案した上で業績の動向を

踏まえた配当を検討していく方針であります。

当社グループは、配当を実施する場合、期末配当として年１回、剰余金の配当を行うことを基本方針としておりま

す。また、その他年１回中間配当を行うことができる旨及びその他に基準日を定めて剰余金の配当をすることができ

る旨並びに剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、

取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。将来的には、各連結会計年度の財政状態及

び経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく予定ではありますが、現時点において配当実施の可能性

及びその実施時期等については未定であります。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「社会課題の解決で世の中に恩返しをする」を経営理念（ミッション）として掲げており、

この経営理念を実践・実現し、企業価値の更なる向上をしていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実と

強化による経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上が重要課題であると認識しております。

当社グループは、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指

し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性を確保すべ

く、最適な経営管理体制の構築に努めるとともに、経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経

営の確保に努めております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治体制の概要

a．取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長である榎並将志が議長を務め、取締役である木下裕司、鎌田将晴、

百々なお子及び社外取締役である宝田めぐみ、岩﨑良亮、牧野誠司の７名で構成されており、定時取締役会

を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重

要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。

 
b．監査等委員会

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である百々なお子が委員長を務め、監査等委員である岩﨑良亮

（社外取締役）及び牧野誠司（社外取締役）の３名で構成されており、定時監査等委員会を毎月１回開催す

るほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要に応じ

て意見を述べ、取締役会及び内部統制部門等から適宜業務の執行状況を聴取し、重要な決裁文書や財務諸表

等の閲覧等の調査を行っております。また、常勤監査等委員は重要な社内会議への出席等により、取締役の

職務執行の妥当性及び適法性を監査しております。さらに、監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と随

時情報交換や意見交換を行うことにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。

 
c．執行役員制度

当社は、日常的な業務執行を迅速・効率に行うことを目的として執行役員制度を導入しております。執行

役員は取締役会にて選任され、取締役会決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。現在、３

名の執行役員がその職務を担っております。

 
d．会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けて

おります。

 
e．内部監査室

当社は、内部監査室を設置しており、内部監査室長１名が内部監査規程に基づき、内部監査を担当してお

ります。なお、内部監査室長は、監査等委員および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことによ

り、内部監査の実効性を高めております。

 
f．経営会議

当社の経営会議は、代表取締役社長である榎並将志が議長を務め、取締役である木下裕司、鎌田将晴、

百々なお子及び社外取締役である宝田めぐみ、岩﨑良亮、執行役員及び部長、子会社取締役その他必要と認

められた者によって構成されており、毎月１回以上開催し、経営状況及び経営課題、並びに取締役会その他

の機関決定等を仰ぐべき事項につき十分検討、協議することを目的として開催しております。
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g．コンプライアンス委員会

当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役である榎並将志が委員長を務め、取締役である木下裕司、

鎌田将晴、百々なお子及び社外取締役である牧野誠司、その他必要と認められた者によって構成されてお

り、四半期に１回開催し、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項について審議しております。

当社内に存在するコンプライアンス及び重要なリスクに関し、その発生の可能性と影響度に基づき重要性を

評価し、当該重要性に応じて適切な対応策を策定・実施するなど、コンプライアンス及び重要なリスクに関

する体制の構築及びその推進について必要な事項を検討・審議する場と位置付けております。なお、検討・

審議された事項のうち重要なものについては、取締役会に報告又は付議を行うこととしております。また、

必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整え

ており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 
h．リスクマネジメント推進委員会

当社のリスクマネジメント推進委員会は、リスクマネジメント担当役員が任命したマネジャーが委員長を

務め、各部門で選任された者により構成されており、毎月１回以上開催し、各種リスクに関するリスクマネ

ジメント方針の企画・立案、リスク状況の集計・分析、リスクマネジメント担当役員への報告等を行ってお

ります。リスクマネジメント担当役員はリスクマネジメントの観点から重要事項を取締役会において報告す

ることとしております。なお、四半期ごとに代表取締役である榎並将志、取締役である木下裕司、鎌田将

晴、その他必要と認められた者が出席しております。

 
 

当社の企業統治の体制を図示すると、以下のとおりであります。

 
ロ．当該体制を採用する理由

a．コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る

監査等委員会設置会社として、議決権を持った意思決定者の立場である社外取締役より、意見や指摘を直

接いただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図りつつ、より一層の健全な経営を目指すことで企

業価値を高めております。
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b．経営の効率性を高める

監査等委員である取締役を社外取締役２名とし、継続して主要会議の参加による経営への意見と監視に加

え、内部監査室及び会計監査人と連携した三様監査の実施において、より実効的な監査体制を確保し経営の

強化を図っております。

 
c．迅速な意思決定を可能にする

業務執行取締役３名については社長、常務兼人事責任者、ＣＦОを置くことで責任と役割を明確にし、必

要に応じて取締役会において監査等委員の意見を求め、決議のあった事項について、権限の委任により取締

役としての権限の範囲で意思決定のスピードを高めております。

 
③  企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、2021年１月28日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決

議を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりで

あります。

 
a．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)　当社は、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るために、リスクマネ

ジメント推進委員会及びコンプライアンス委員会を設置する。

(b)　当社は、企業理念を念頭に事業活動を行うとともに、法令等を遵守し、社会規範に沿った行動をとるこ

とを最優先事項とする。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンスに関する

行動規範を制定し、当社に周知徹底を図る。

(c)　法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、「コンプライアンス

規程」に基づき、当社のコンプライアンス総合窓口に報告を行う。当社は、通報内容を秘守し、通報者

及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。

(d)　監査部門は、業務執行部門から独立し、当社における業務の適正性及び効率性につき監視を行う。

(e)　監査等委員は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査

する。

 
b．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを閲

覧できる体制を構築する。

 
c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)　当社は、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの発生を

未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程を制定

し、リスクコントロールを図る。

(b)　当社は、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するととも

に、再発防止策を講じる。

 
d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)　当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執

行の監督を行う。

(b)　当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等におい

て明確にし、効率的な執行体制を整備する。
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e．監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役から

の独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a)　監査等委員の職務を補助する従業員（監査等委員補助者）として、適切な人材を配置し、設備・施設を

設置する際には、予め監査等委員に同意を求めることによって、当該監査等委員補助者の監査等委員以

外の取締役からの独立性を確保し、予算を策定する。

(b)　取締役は、監査等委員補助者の適切な職務の遂行のため、人事（評価、異動等）に関しては、監査等委

員の同意を得るものとする。

(c)　監査等委員補助者は、他部門の職務を兼務せず、監査等委員の指揮命令に従うものとする。

 
f．取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び、報

告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)　取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監査等

委員会に報告する。

(b)　監査等委員が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備す

る。また、当社の取締役及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び

結果について、監査等委員に報告する。上記重要事項には、コンプライアンス及びリスクに関する事項

その他内部統制に関する事項を含む。

(c)　当社のコンプライアンス部門は、当社のコンプライアンス相談窓口に報告された事項を、都度監査等委

員に対して報告する。当社は、コンプライアンス行動指針に基づき、通報内容を秘守し、通報者及び協

力者等に対する不利益な取扱いを行わない。

(d)　監査等委員への報告が、誠実に漏れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になさ

れる体制を整備する。

(e)　監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ使用人との連絡会を開催し

報告を受ける。

(f)　従業員は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速

かつ的確に対応する。

 
g．監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(a)　監査等委員会は、監査費用の予算、監査等委員が行う職務の遂行に関する事項など監査等委員がその職

務を遂行する上で必要と認めた事項について決議する。

(b)　当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないこ

とを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。

 
h．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)　代表取締役と会計監査人は、監査等委員と定期的な面談を行う。

(b)　取締役は、監査等委員の職務の適切な遂行のため、会社の関係者（取締役、業務執行者、監査等委員、

内部監査部門等）との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。

(c)　取締役は、監査等委員の職務の遂行に当たり、監査等委員が、必要に応じ弁護士等外部専門家との連携

を図れるようにする等、監査環境の整備に努める。

 
i. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)　「関連会社管理規程」を設け、子会社における様々な事項について、当社に報告する体制を整備する。

(b)　当社の取締役の一人を関係会社管理責任者として任命し、子会社の管理及び監督を行う。

(c)　子会社の業務運営に関して定期的に監査を行い、監査の結果必要な是正措置が求められる場合、子会社

に速やかに対処を求める。
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ロ． 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組状況

a．反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方

当社は、健全な会社経営のため、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を定

めており、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、企業の社会的責任を果たすとともに、いかなる場合

においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針としております。

 
b．反社会的勢力排除に向けた整備状況

(a)　社内規程の整備状況

当社は、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力の排除条項のある「反社会的勢力に対する基本方

針」及び「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備そ

の他の対応に関する事項を定めております。

 
(b)　対応管轄部署及び担当責任者

当社は、反社会的勢力への対応管轄部署をコーポレート部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関す

る担当責任者として、管理管掌取締役（統括責任者）を選任しております。

 
(c)　反社会的勢力排除の対応方法

イ   取引先について

(イ)新規取引先について

新規取引先については、インターネットによる特定キーワードによる検索と「日経テレコン21」に

よる記事検索等を通じて反社会的勢力との関係の有無の調査を行っております。また、公益財団法人

大阪府暴力追放推進センターに加盟しており、必要に応じて情報を収集できる体制を構築しておりま

す。なお、取引先との間で締結する各種契約書等には、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証

や「関係をもった場合」の暴力団排除条項を明記することとしております。

 
(ロ)既存取引先等について

既存取引先等に対しては、原則として年１回、継続取引先で前回調査実施から１年以上経過してい

る取引先について調査を行っております。

 
(ハ)既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合

既存取引先について、反社会的勢力との関係に疑いが生じた場合には、必要に応じて暴力追放運動

推進センターへの照会等の調査を実施することとしております。既存取引先が反社会的勢力と関係を

有すると判明した場合には、速やかに取引関係を解消することとしております。

 
ロ   株主について

第三者割当増資など当社の意思を反映し得る場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力を排除するこ

ととしております。当社の意思を反映しない取引においても、一定の範囲の大株主等を調査対象とし注

意を払ってまいります。

 
ハ   役員について

社外招聘者を含め取締役候補者等とする場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力関係者の排除に努

めております。

 
ニ   従業員について

従業員については、採用に当たって取引先と同様に反社会的勢力との関係の有無を確認しておりま

す。
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(d)　外部の専門機関との連携状況

公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加盟し、外部講習会・セミナー等に参加しており、日常の

情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築してまいります。万が

一、反社会的勢力による不当要求があった場合には、警察や暴力追放推進センターと連携しながら対応す

ることといたします。

 
(e)　反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

当社は、コーポレート部に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しておりま

す。

 
ハ．リスク管理及びコンプライアンス体制の整備の状況

当社では、リスクマネジメントとコンプライアンスとが表裏一体の関係であることに鑑み、リスクマネジメ

ントとコンプライアンスを一体で推進することにより、公正・透明かつ健全な経営を実現することを目指して

おります。リスクマネジメント・コンプライアンス体制の構築及び運用の強化を図るため、「リスクマネジメ

ント規程」「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス委員会細則」を制定し、代表取締役社長を委員

長とする専門機関として「コンプライアンス委員会」を、管理管掌取締役を担当役員とし当該取締役が指名す

る者を委員長とする「リスクマネジメント推進委員会」を設置し、原則としてコンプライアンス委員会は四半

期に１回、リスクマネジメント推進委員会は月に１回開催することでリスク管理及びコンプライアンス体制の

整備を行っております。

 
ニ．取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名以内、監査等委員である取締役は３名以上５名以

内とする旨を定款に定めております。

 
ホ．取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行

う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 
へ．取締役の責任免除

当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、

取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の賠償責任について法

令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と

して免除することができる旨を定款で定めております。

また、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について

法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており

ます。当該定款規定に基づき、当社が監査等委員である取締役３名全員と締結した当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

 
ト．株主総会の特別決議の要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款に定めております。
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チ．自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第

２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款

で定めております。

 
リ．中間配当

当社は、株主への機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会

の決議によって毎年４月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 
ヌ．取締役会の活動状況

当社は、取締役会を原則として毎月１回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度

における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役社長 榎並　将志 15回 14回

取締役 木下　裕司 15回 15回

取締役 西田　明美 ４回 ４回

取締役（社外） 宝田　めぐみ 11回 11回

常勤監査等委員 鵜飼　明子 15回 15回

監査等委員（社外） 岩﨑　良亮 15回 15回

監査等委員（社外） 牧野　誠司 15回 15回
 

（注）１．西田　明美氏は、2025年１月30日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりま

すので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

２．宝田　めぐみ氏は、2025年１月30日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、

就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

 
取締役会における具体的な検討事項は、法定決議事項のほか、決算・財務に関する事項、年度予算の策定及

び予算の進捗状況、重要な経営方針及び重要な業務執行に関する事項、重要な社内規程の改廃及び内部統制シ

ステムに関する事項等であります。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性 5名　女性 2名(役員のうち女性の比率 28.6％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役社長 榎並　将志 1984年６月４日生

2006年７月 南栄商事㈱ 入社 取締役

2010年９月 ㈱トータルプロデュース(現 ㈱笑美面)

設立

2011年４月 南栄商事㈱　専務取締役

2011年６月 当社 代表取締役社長(現任)

2012年６月 トータルプランニング有限責任事業組

合 職務執行者

2024年９月 ㈱ケアサンク 取締役(現任)

(注)２ 810,280

常務取締役 木下　裕司 1975年10月27日生

1998年４月 信州ミサワホーム㈱（現　ミサワホー

ム甲信㈱） 入社

2005年２月 ㈱リクルート 入社

2012年10月 同社事業分割により㈱リクルート住ま

いカンパニー(現　㈱リクルート)に転

籍

2017年４月 当社 入社

2017年７月 当社 経営企画室 室長

2019年11月 当社 取締役ＣＯＯ兼シニアライフサ

ポート事業部長兼事業企画部長

2022年11月 当社 取締役ＣＯＯ兼ケアプライムコ

ミュニティ推進部部長

2025年１月 当社 取締役コーポレート本部長

2025年11月 当社 常務取締役(現任)

(注)２ 4,860

取締役ＣＦＯ

 （管理部門管掌）
鎌田　将晴 1995年４月16日生

2017年３月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2020年７月 公認会計士 登録

2020年10月 ㈱グッピーズ（現 ㈱メドレー） 入社

2024年３月 ㈱パブリックテクノロジーズ 入社 取

締役ＣＦＯ

2024年12月 当社 入社 コーポレート部部長

2025年４月 当社 執行役員兼コーポレート部部長

2025年５月 ㈱ケアサンク 取締役（現任）

2026年１月 当社 取締役ＣＦＯ（現任）

(注)２ 500

社外取締役 宝田　めぐみ 1959年３月10日生

1981年４月 国際電信電話㈱ (現 ＫＤＤＩ㈱) 入社

1981年12月 ＫＬＭオランダ航空㈱ 入社

1995年６月 東洋証券㈱ 入社

1997年６月 メリルリンチ証券㈱(現 ＢofＡ証券㈱)

入社

1998年７月 メリルリンチ投信投資顧問㈱(現 ブ

ラックロック・ジャパン㈱) 入社

2001年６月 東洋証券㈱ 入社

2011年11月 (一社)日本ＣＦＡ協会 理事

2017年11月 同協会 副会長

2019年11月 同協会 会長

2024年７月 宝田グローバルアドバイザーズ㈱ 代表

取締役(現任)

2024年８月 ㈱東武住販 社外取締役（現任）

2025年１月 当社 社外取締役(現任)

2025年４月 ㈱タカショー 社外取締役(現任)

(注)２ －

取締役

(常勤監査等委員)
百々　なお子 1981年１月26日生

2007年12月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）入所

2018年４月 有限責任あずさ監査法人 再入所

2022年１月 ㈱Antway 経営管理部 入社

2022年１月 百々なお子公認会計士事務所 代表（現

任）

2023年８月 mederi㈱ 常勤監査役

2025年２月 同社 経営管理本部長

2025年７月 日本公認会計士協会千葉会　幹事（現

任）

2025年８月 同協会本部 女性会計士活躍促進協議

会　委員（現任）

2025年８月 レバレジーズ㈱　入社（mederi㈱組織

再編に伴う異動）

2026年１月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)２ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

社外取締役

(監査等委員)
岩﨑　良亮 1974年８月14日生

1997年４月 ㈲岩崎商店 入社

2005年３月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法

人トーマツ) 入社

2015年11月 シビラ㈱ 入社

2016年11月 ㈱ATR Creative(現 ㈱Stroly) 入社

2019年１月 当社 社外取締役

2020年４月 カルテック㈱ 入社

2020年７月 同社 監査役

2021年１月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年６月 株式会社アーキエムズ 入社

2024年４月 ㈱アセンブルポイント 取締役

2024年８月 ㈱アーキエムズグループ 取締役

2026年１月 LENZO㈱入社 取締役ＣＦＯ(現任)

(注)３ －

社外取締役

(監査等委員)
牧野　誠司 1980年４月６日生

2006年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入社

2010年10月 伏見総合法律事務所 開設

2012年９月 ㈱コード 取締役(現任)

2015年１月 弁護士法人伏見総合法律事務所(現 弁

護士法人賢誠総合法律事務所) 設立 代

表社員(現任)

2018年８月 矢野食品㈱　監査役(現任)

2018年12月 ㈱Professional Enterprises 設立 代

表取締役

2019年１月 当社 社外監査役

2021年１月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年９月 ㈱ベストケア・パートナーズ 社外監査

役

2023年９月 ㈱石川エナジーリサーチ 社外監査役

2024年５月 特定NPO法人セカンドハーベスト京都

監事(現任)

2024年８月 ㈱Public Leaders 代表取締役(現任)

(注)３ －

計 815,640
 　
（注）１．取締役宝田めぐみ、岩﨑良亮及び牧野誠司は、社外取締役であります。

２．2026年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数については、当該

株式分割前の株式数を記載しております。

５．当社は、2022年10月27日開催の取締役会決議により、事業部門において業務執行と監督を分離し、経営の意

思決定における迅速化を図るため、また、次世代経営者候補を育成するべく、2022年11月１日付で執行役員

制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

職名 氏名

執行役員　インパクト戦略部部長 西脇　和弘

執行役員　シニアライフサポート部部長 渡邊　拓也

執行役員　社長室室長 福島　真治
 

 

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役３名（うち監査等委員２名）を社外役員として選任しております。社外取締役はコーポ

レート・ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、当社との利害関係及び経歴、当社から独立した客観的な立場で職

務遂行できることを個別に判断し、取締役会及び監査等委員会の果たすべき役割・責務の機能充実を図る観点か

ら、選任いたしました。

当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性

に関する判断基準等を勘案した上で、社外取締役である宝田めぐみ氏、岩﨑良亮氏及び牧野誠司氏の３名を独立

役員として届け出ております。

社外取締役である宝田めぐみ氏は、外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、ＣＦＡ（Chartered Financial

Analyst）資格を有しておられることから、専門知識を活かして投資家との対話や情報発信に関し取締役会に対し

て有益なご意見やご指摘をいただくこと、また、経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけるも

のと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係
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その他の利害関係はありません。

社外取締役である岩﨑良亮氏は、公認会計士として、会計・税務に関する相当程度の知見を有していることか

ら、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任し

ております。同氏は当社の新株予約権35個（1,050株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的

関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である牧野誠司氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な見識を有しております。このような経験

と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため監査

等委員である取締役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利

害関係はありません。

 
③　社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員）は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を

監督しております。また、社外取締役（監査等委員）は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情

報の共有及び実効性のある監査を実施しております。常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて内

部監査室を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に

報告しております。

 
(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員１名、非常勤監査等委員２名（監査等委員２名が社外取締役）で構成

されております。

監査等委員会は、以下の事項を実施し、当事業年度において15回の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、

監査実施状況等の情報共有を行い、経営監視機能の強化・向上を図っております。

・ 取締役会等の重要会議への出席

・ 各取締役及び使用人と意見交換できる定期的機会の確保

・ コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント推進委員会への出席

・ 重要な決裁書類等の閲覧

・ 会計監査人及び内部監査室と定期的な情報交換による連携

 
当社は監査等委員会を原則として毎月１回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業

年度における、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査等委員 鵜飼　明子 15回 15回

監査等委員（社外） 岩﨑　良亮 15回 15回

監査等委員（社外） 牧野　誠司 15回 15回
 

 
②　内部監査の状況

当社における内部監査は、独立した内部監査部署を設け、当社代表取締役社長の命を受けた内部監査人が、当

社全体を継続的に監査しておりますが、会社規模が小さく担当人員に限りがあることから、内部監査人は１名と

なっております。内部監査人は、監査等委員及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、内部

監査の実効性を高めております。

内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社の組織、制度及び業務が、経営方針並びに法令

等、定款及び社内規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているかを検証、評価及び助言していくこと

により、不正、誤謬の未然防止、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、もって内部監査人の専門的能力の向

上並びに監査環境の整備に注力することを基本方針としております。

内部監査人は、年度監査計画書を監査等委員と協議の上、代表取締役社長の承認を得て作成し内部監査を実施

しております。監査終了後は、監査報告書を作成し代表取締役社長へ提出・報告を行い、承認・指示を得ており

ます。また内部監査の結果は取締役会及び監査等委員会にも報告しております。改善勧告事項がある場合につい
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ては、代表取締役社長と協議し、被監査部署及び関係部署の責任者へ改善指示を出し、その後、改善状況の確認

を行い代表取締役社長へ改善状況の報告を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

 
③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 
ｂ．継続監査期間

2021年10月期以降

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　西野　尚弥

指定有限責任社員　業務執行社員　栗原　裕幸

 
ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他５名であります。

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を

実施できる相応の規模を持つこと、万全の監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等

具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、株式公開に係る監査実績等を踏まえ

たうえで総合的に評価し、当該監査法人を選定いたしました。

 
ｆ．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、独立性、

専門性、監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価し、監査方法及び監査結果が適切かつ妥当であると判断

しております。

 
④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 19,000 －
 

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 22,500 －

連結子会社 － －

計 22,500 －
 

 
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａを除く)

該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。
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ｄ．監査報酬の決定方針

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針等を定めておりませんが、監査法人と監査時間、監査

内容及び当社の規模等を協議した結果を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。

 

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、前事業年度の監査内容及び監査時間の実績から見積もられた当該事業年度の監査時

間及び報酬額に関する詳細な説明を会計監査人から受け、算定根拠等について確認し、その内容は妥当である

と判断したため、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

 
(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年１月28日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を

年額100,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。同株主総会終結時点の員数は４

名）、監査等委員である取締役の報酬額は年額30,000千円以内（同株主総会終結時点の員数は３名）とすること

を決議しております。なお、当社は業績連動報酬を採用しておりません。

また、当社の取締役（監査等委員を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、職掌範囲、コ

ンピテンシー評価に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決

定するものとしており、個人別の報酬の内容については、取締役会決議により決定するものとしております。

 
②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(監査等委員及び社外取締役を
除く)

36,900 36,900 － － 3

監査等委員
（社外取締役を除く）

8,400 8,400 － － 1

社外役員 8,400 8,400 － － 3

 

 
③　役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額

　該当事項はありません。

 
⑤　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的の投資株式と

し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社が保有する株式は非上場株式であるため、記載を省略しております。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 2 127,491

非上場株式以外の株式 － －
 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 1 117,491

特定技能制度を中心とした外国人人材紹
介の事業を行う株式会社Funtocoとの間で
業務提携を行うことにより、当社のお客
様であるシニアホーム運営事業者に対し
て人材の供給という新たな価値を提供す
ることができるようになることに加え、
グループ全体として、介護家族に安心を
提供するシニアホームの増加を促進して
いくため。

非上場株式以外の株式 － － －
 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
 

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

(3) 当連結会計年度(2024年11月１日から2025年10月31日まで)は、前会計年度中に設立した子会社が連結対象となっ

たことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

 
２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2024年11月１日から2025年10月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2024年11月１日から2025年10月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監

査法人による監査を受けております。

 
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準等の内容を

適切に把握できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催するセミナーに積極的に参加しておりま

す。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

          (単位：千円)

          
当連結会計年度
(2025年10月31日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 657,258

  売掛金 289,899

  その他 59,493

  貸倒引当金 △190

  流動資産合計 1,006,461

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物附属設備（純額） 63,718

   工具、器具及び備品（純額） 9,138

   有形固定資産合計 ※１  72,857

  無形固定資産  

   ソフトウエア 22,483

   無形固定資産合計 22,483

  投資その他の資産  

   敷金 76,787

   関係会社株式 ※２  119,931

   繰延税金資産 72,235

   その他 6,373

   貸倒引当金 △360

   投資その他の資産合計 274,967

  固定資産合計 370,308

 繰延資産 1,041

 資産合計 1,377,811
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          (単位：千円)

          
当連結会計年度
(2025年10月31日)

負債の部  

 流動負債  

  １年内返済予定の長期借入金 ※３  28,184

  未払金 107,289

  未払費用 84,017

  未払法人税等 56,673

  契約負債 8,376

  返金負債 26,286

  預り金 19,322

  賞与引当金 58,995

  その他 40,767

  流動負債合計 429,910

 固定負債  

  長期借入金 ※３  97,347

  資産除去債務 23,906

  退職給付に係る負債 13,172

  固定負債合計 134,425

 負債合計 564,336

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 270,440

  資本剰余金 220,440

  利益剰余金 322,891

  自己株式 △297

  株主資本合計 813,474

 純資産合計 813,474

負債純資産合計 1,377,811
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

営業収益  

 営業収益 ※１  1,872,987

営業費用  

 営業費用 ※２  1,758,339

営業利益 114,647

営業外収益  

 受取利息 1,009

 受取配当金 2

 持分法による投資利益 3,264

 受取手数料 839

 営業外収益合計 5,115

営業外費用  

 支払利息 1,382

 株式交付費償却 1,167

 雑損失 158

 営業外費用合計 2,708

経常利益 117,054

特別損失  

 減損損失 ※４  2,667

 固定資産除却損 ※３  218

 特別損失合計 2,885

税金等調整前当期純利益 114,168

法人税、住民税及び事業税 55,817

法人税等調整額 △31,320

法人税等合計 24,497

当期純利益 89,670

親会社株主に帰属する当期純利益 89,670
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【連結包括利益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

当期純利益 89,670

包括利益 89,670

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 89,670
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自　2024年11月１日　至　2025年10月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 268,061 218,061 233,220 △194 719,148

当期変動額      

新株の発行（新株予約

権の行使）
2,379 2,379   4,758

親会社株主に帰属する

当期純利益
  89,670  89,670

自己株式の取得    △103 △103

当期変動額合計 2,379 2,379 89,670 △103 94,326

当期末残高 270,440 220,440 322,891 △297 813,474
 

 

 純資産合計

当期首残高 719,148

当期変動額  

新株の発行（新株予約

権の行使）
4,758

親会社株主に帰属する

当期純利益
89,670

自己株式の取得 △103

当期変動額合計 94,326

当期末残高 813,474
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 114,168

 減価償却費 8,575

 減損損失 2,667

 株式交付費 1,167

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △414

 賞与引当金の増減額（△は減少） 14,499

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,432

 受取利息及び受取配当金 △1,011

 支払利息 1,382

 持分法による投資損益（△は益） △3,264

 有形固定資産除却損 218

 売上債権の増減額（△は増加） △63,238

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,596

 返金負債の増減額（△は減少） 13,972

 未払金の増減額（△は減少） 18,795

 預り金の増減額（△は減少） 19,090

 未払費用の増減額（△は減少） 18,508

 前払費用の増減額（△は増加） △6,398

 未払消費税等の増減額（△は減少） △8,606

 前渡金の増減額（△は増加） △13,503

 その他 △309

 小計 121,134

 利息及び配当金の受取額 980

 利息の支払額 △1,517

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △43,831

 営業活動によるキャッシュ・フロー 76,765

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △29,704

 無形固定資産の取得による支出 △3,312

 貸付けによる支出 △1,500

 関係会社株式の取得による支出 △116,666

 敷金及び保証金の差入による支出 △54,353

 敷金及び保証金の回収による収入 4,500

 その他 △644

 投資活動によるキャッシュ・フロー △201,680

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入れによる収入 35,000

 長期借入金の返済による支出 △25,700

 株式の発行による収入 4,758

 自己株式の取得による支出 △103

 財務活動によるキャッシュ・フロー 13,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,959

現金及び現金同等物の期首残高 761,025

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7,193

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  657,258
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

1社

主要な連結子会社の名称

株式会社ケアサンク

なお、株式会社ケアサンクについては、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結子会社に含めること

としております。

(2) 主要な非連結子会社名

該当事項はありません。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

1社

会社等の名称

株式会社Funtoco

なお、株式会社Funtocoは、当連結会計年度中に新たに株式会社Funtocoの株式を取得したことにより、関連会社

に該当することとなったため、持分法適用の関連会社に含めることといたしました。

(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

該当事項はありません。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　 　３～15年

工具、器具及び備品　 ４～10年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

③　長期前払費用

７年～８年の均等償却によっております。

(2) 繰延資産の処理方法

株式交付費

３年間の均等償却によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属する金額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。

① シニアライフサポートサービス

シニアライフサポートサービスにおける履行義務は、入居検討者が希望する条件や必要な設備等が備わってい

るシニアホームを紹介するサービスを提供することであり、当該履行義務は、当社からシニアホームへ紹介した

入居検討者がシニアホームへ入居した日を履行義務の充足日として収益を認識しております。取引の対価は履行

義務の充足後、概ね３か月以内に受領しており、当該シニアホーム運営事業者との契約に基づく債権について、

重要な金融要素は含まれておりません。

また、主に契約後３か月以内の解約に対して返還条項を設定しており、その場合においては入居後３か月以内

の退去について対価の一部を返金する義務を有しております。過去の実績等により返金額を見積り、返金負債を

計上するとともに収益より控除しております。

② シニアホームコンサルティングサービス

シニアホームコンサルティングサービスは、主にシニアホームに関連する運営マッチングを提供しておりま

す。運営マッチングは、主に第三者間のニーズのマッチングを行い、マッチング成立に関する義務を負っており

ます。

当該履行義務は、第三者間での取引契約の成立及び物件の引渡の時点で充足すると判断し、当該契約及び引渡

の時点で収益を認識しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 

(重要な会計上の見積り)

（株式会社笑美面における繰延税金資産の回収可能性）

1. 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

繰延税金資産 72,235千円

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

　繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 2018年

２月16日）に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損

金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上にあたっては、経

営計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。

 
　②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

将来の課税所得の見積りは、経営計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、シニアライフサポート

サービスにおけるコーディネーター数及び一人当たり成約件数並びに平均単価であります。

シニアライフサポートサービスにおけるコーディネーター数及び一人当たり成約件数並びに平均単価は主

として当期以前の実績数値を基に、翌連結会計年度以降の施策及び市場環境等を加味して、予測、算定して

おります。
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課税所得の見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生し

た金額が将来課税所得の見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識される繰延税

金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 
　③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　課税所得の見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生し

た金額が将来課税所得の見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識される繰延税

金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 

(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 　2022年10月28日。以下「2022年改

正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－

３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

 
(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

（2）適用予定日

2027年10月期の期首から適用予定です。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

 
(連結貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 10,341千円
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※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

関係会社株式 119,931千円
 

 

※３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

150,000千円

借入実行残高 － 

差引額 150,000 
 

 

 

 

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) １．顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。

 
※２ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

給料及び手当 756,192千円

賞与引当金繰入額 58,995 

貸倒引当金繰入額 △414 

退職給付費用 7,597 

支払手数料 245,795 
 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

建物附属設備 194千円

工具、器具及び備品 24 

計 218 
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※４ 減損損失

当連結会計年度(自 2024年11月１日 至 2025年10月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

（減損損失を認識した資産）

場所 用途 種類 金額（千円）

東京神田オフィス

（東京都千代田区）
業務施設

建物附属設備 2,634

工具、器具及び備品 33
 

 
（経緯）

当社神田オフィスについては、2026年２月の移転が決定していることにより、将来回収可能性が低くなったこ

とから、減損損失を計上いたしました。

 
（グルーピングの方法）

各営業拠点を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として集計しました。

 
（回収可能価額の算定方法等）

神田オフィスの業務施設については、移転を決定したことに伴い将来の使用見込みがなくなったため、使用価

値をゼロとして算定しました。

 
(連結包括利益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

　　当連結会計年度(自　2024年11月１日 至　2025年10月31日）

　　１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,025,190 4,350 － 2,029,540
 

　　　　（注）変動事由の概要

　　　　ストック・オプションの権利行使による増加　 4,350株

 
２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 80 55 － 135
 

        （注）変動事由の概要

　　　 単元未満株式の買取りによる増加　55株

 
　　３ 新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

　　４ 配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

現金及び預金 657,258千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

－ 

現金及び現金同等物 657,258 
 

 

 
(リース取引関係)

(借主側)

１．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

１年内 13,506千円

１年超 12,600千円

合計 26,106千円
 

 

 
(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用について短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行からの借入及び増資による方針で

す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスクと管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、月末に残高の確認を行い、回収遅滞の早期把

握を図っております。

未払金・未払費用は、その全てが１年以内の支払期日です。

長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。

これらの債務はそれぞれ流動性リスクに晒されていますが、随時資金計画を作成し、定期的に取締役に報告を行

い、流動性リスクを管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「売掛金」

「未払金」「未払費用」については、現金保有はなく、また預金、売掛金、未払金及び未払費用は短期間で決済され

るため時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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当連結会計年度(2025年10月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金
（１年内返済分を含む）

125,531 123,632 △1,898

負債計 125,531 123,632 △1,898
 

(※１) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のと

おりであります。

区分 当連結会計年度(千円)

関係会社株式（非上場株式） 119,931
 

 

(注１)　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
当連結会計年度(2025年10月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 657,258 － － －

売掛金 289,899 － － －

合計 947,157 － － －
 

 
(注２)　長期借入金の連結決算日後の返済予定額

 
当連結会計年度(2025年10月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 28,184 26,940 26,940 21,129 12,298 10,040
 

 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

該当事項はありません。
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(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

当連結会計年度(2025年10月31日)

 
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（１年以内返済を含む）

－ 123,632 － 123,632

負債計 － 123,632 － 123,632
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

変動金利分に関しては、短期間で金利を見直しており、時価と簿価は近似しているため、簿価を時価

とみなしております。固定金利分に関しては、元利金の合計額を新規に同様の借入を実行した場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。これらの取引については、レベル２の時

価に分類しております。

 

 
(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

なお、当該退職一時金制度は、簡便法（自己都合要支給額の100％を退職給付債務とする方法）により退職給付に係

る負債及び退職給付費用を計算しております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

   

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 5,739千円

退職給付費用 7,597 

退職給付の支払額 △164 

退職給付に係る負債の期末残高 13,172 
 

 
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

  

 
当連結会計年度
(2025年10月31日)

非積立型制度の退職給付債務 13,172千円

退職給付に係る負債 13,172 
 

 
(3) 退職給付費用

  

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

簡便法で計算した退職給付費用 7,597千円
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当連結会計年度（2025年10月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

なお、2023年６月30日付で普通株式１株につき30株、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております。以下は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

決議年月日 2018年４月25日 2020年７月14日 2021年10月22日

付与対象者の区分
及び人数

当社従業員　51名
当社取締役　３名
当社従業員　56名

当社従業員　51名

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの数

普通株式
　162,960株

普通株式
　59,580株

普通株式
　41,580株

付与日 2018年４月27日 2020年７月20日 2021年11月30日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況 １ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の
状況 ①ストックオプ
ション制度の内容」
に記載のとおりであ
ります。

同左 同左

対象勤務期間 定めておりません。 同左 同左

権利行使期間
自 2020年５月１日
至 2028年３月31日

自 2022年８月１日
至 2030年６月30日

自 2023年12月１日
至 2031年９月30日

 

 
 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 2023年１月27日 2023年１月27日

付与対象者の区分
及び人数

当社取締役　３名
当社従業員　72名

子会社役員　１名

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの数

普通株式
　88,500株

普通株式
　4,800株

付与日 2023年１月31日 2023年１月31日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況 １ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の
状況 ①ストックオプ
ション制度の内容」
に記載のとおりであ
ります。

同左

対象勤務期間 定めておりません。 同左

権利行使期間
自 2025年２月１日
至 2032年12月31日

自 2025年２月１日
至 2032年12月31日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

 
第１回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利確定前(株)      

 前連結会計年度末 － － － 82,500 4,800

 付与 － － － － －

 失効 － － － － －

 権利確定 － － － 82,500 4,800

 未確定残 － － － － －

権利確定後(株)      

 前連結会計年度末 840 27,300 22,980 － －

 権利確定 － － － 　82,500 4,800

 権利行使 　－ － － 8,700 －

 失効 － 600 300 1,200 －

 未行使残 840 26,700 22,680 72,600 4,800
 

 

② 単価情報

 
第１回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利行使価格(円) ９ 547 547 547 547

行使時平均株価(円) － － － 1,050 －

付与日における公正
な評価単価(円)

－ － － － －
 

 
 

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の

合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当連結会計年度末における本源的価値の合計額 71,536千円

当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの

権利行使日における本源的価値の合計額
4,374千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

  
当連結会計年度
(2025年10月31日)

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金(注)  41,660千円

退職給付に係る負債  4,149 

賞与引当金  18,052 

未払費用（賞与引当金分）  2,812 

返金負債  7,999 

資産除去債務  7,777 

未払事業税  4,660 

その他  1,868 

繰延税金資産小計  88,980 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
(注)

 － 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額

 △11,081 

評価性引当額小計  △11,081 

繰延税金資産合計  77,899 

    

繰延税金負債    

資産除去債務に対応する除去費用  5,081 

未収還付事業税  581 

繰延税金負債合計  5,663 

繰延税金資産純額  72,235 
 

 
(注) 　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2025年10月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損金(※1) － － － － 17,186 24,473 41,660

評価性引当額 － － － － － － －

繰延税金資産 － － － － 17,186 24,473 (※2)41,660
 

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※2) 税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識

しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

  
当連結会計年度
(2025年10月31日)

法定実効税率  30.60％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.25％

税率変更の影響  △0.84％

住民税均等割  2.66％

評価性引当額の増減  △11.06％

繰越欠損金の利用  △2.70％

連結子会社の税率差異  △0.44％

持分法投資損益  △0.87％

その他  2.86％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  21.46％
 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開

始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から７年～10年と見積り、割引率は△0.221%～1.684％を使用して資産除去債務の金額を計算

しております。

 

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

期首残高 7,634千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 16,195 

時の経過による調整額 76 

期末残高 23,906 
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

「（セグメント情報等）３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関す

る情報」に記載の通りであります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上

基準」に記載の通りであります。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 返金負債及び契約負債の残高等

  （単位：千円）

 当連結会計年度

 期首残高 期末残高

返金負債 12,313 26,286

契約負債 8,177 8,376
 

当社では、将来予想される返金に関しては、販売時に収益を認識せず顧客への返金が見込まれる金額について返

金負債を計上しております。

また契約負債はケアプライムプラットフォームサイトにおける広告掲載売上に関する前受金です。契約負債は収

益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれて

いた額は、8,177千円であります。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しており

ます。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、2024年９月に株式会社ケアサンクを設立したことを踏まえ、笑美面で行っている事業を「シニアライフサ

ポートサービス」、ケアサンクで行っている事業を「シニアホームコンサルティングサービス」と定義いたしまし

た。

これに伴い、当連結会計年度より、単一セグメントから「シニアライフサポートサービス」と「シニアホームコン

サルティングサービス」の２区分により開示しております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用される会計方針に準拠した方

法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格

に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 2024年11月１日 至 2025年10月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
シニアライフ
サポートサービス

シニアホーム
コンサルティングサービス

営業収益    

外部顧客への営業収益 1,549,100 323,886 1,872,987

セグメント間の内部
売上高又は振替高

39,096 － 39,096

計 1,588,196 323,886 1,912,083

セグメント利益 △19,679 134,314 114,635

セグメント資産 1,146,066 246,193 1,392,260

その他の項目    

減価償却費 7,600 975 8,575

持分法適用会社への投資額 116,666 － 116,666

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

40,616 17,699 58,315
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

営業収益 当連結会計年度

報告セグメント計 1,912,083

セグメント間取引消去 △39,096

連結財務諸表の営業収益 1,872,987
 

 
 (単位：千円)

利益 当連結会計年度

報告セグメント計 114,635

セグメント間取引消去 12

連結財務諸表の営業利益 114,647
 

 
 (単位：千円)

資産 当連結会計年度

報告セグメント計 1,392,260

セグメント間取引消去 △14,448

連結財務諸表の資産合計 1,377,811
 

 

    (単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度

減価償却費 8,575 － － 8,575

持分法適用会社への
投資額

116,666 － － 116,666

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

58,315 － － 58,315
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【関連情報】

　　当連結会計年度(自 2024年11月１日 至 2025年10月31日)

　１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 
シニアライフ
サポートサービス

シニアホーム
コンサルティング
サービス

その他 合計

外部顧客への営業収益 1,549,100 323,886 － 1,872,987
 

 

　２．地域ごとの情報

　　(1）営業収益

　　本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

 
　　(2）有形固定資産

　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
　３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

（単位：千円）

 
シニアライフ
サポートサービス

シニアホーム
コンサルティング
サービス

その他 合計

減損損失 2,667 － － 2,667
 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社笑美面(E38969)

有価証券報告書

 82/112



 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社Funtocoであり、その要約財務情報は以下のとおりでありま

す。

(単位：千円)

 
株式会社Funtoco

当連結会計年度

流動資産合計 439,648

固定資産合計 16,521

  

流動負債合計 104,061

固定負債合計 128,388

  

純資産合計 223,719

  

売上高 368,432

税引前当期純利益 70,185

当期純利益 48,999
 

（注）株式会社Funtocoは、当連結会計年度に出資を行ったため、当連結会計年度から重要な関連会社としており

ます。
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(１株当たり情報)

 

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

１株当たり純資産額(円) 200円42銭

１株当たり当期純利益(円) 22円12銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益(円)

21円79銭
 

(注) １．2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を記載しております。

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
当連結会計年度

(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

１株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 89,670

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

89,670

普通株式の期中平均株式数(株) 4,053,387

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) －

普通株式増加数(株) 62,727

(うち新株予約権(株)) (62,727)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

―
 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度末
(2025年10月31日)

純資産の部の合計額(千円) 813,474

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －

(うち新株予約権(千円)) (－)

(うち非支配株主持分(千円)) (－)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 813,474

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

4,058,810
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(重要な後発事象)

（株式分割及び定款の一部変更）

当社は、2025年10月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、2025年11月１日付で、株式の分割及び定款の一部

変更を行っております。

 
１．株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を向上させ、投資家の皆様により

投資しやすい環境を整えることで投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。

 
２．株式分割の概要

（１）分割の方法

2025年10月31日（金曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、２株の割合をもって

分割いたしました。

 
（２）分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数 2,029,540株

② 今回の分割により増加する株式数 2,029,540株

③ 株式分割後の発行済株式総数 4,059,080株

④ 株式分割後の発行可能株式総数 13,200,000株
 

 
（３）分割の日程

① 基準日公告日 2025年10月16日

② 基準日 2025年10月31日

③ 効力発生日 2025年11月１日
 

 
（４）新株予約権行使価額等の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株あたりの権利行使価額を2025年11月１日以降、次のとお

り調整いたしました。また、行使されていない新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、30株から60株に

調整いたしました。

新株予約権（発行決議日） 調整前行使価額 調整後行使価額

第１回新株予約権（2018年４月25日） 17円 9円

第３回新株予約権（2020年７月14日） 1,094円 547円

第４回新株予約権（2021年10月22日） 1,094円 547円

第５回新株予約権（2023年１月27日） 1,094円 547円

第６回新株予約権（2023年１月27日） 1,094円 547円
 

 
（５）その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

 
３．定款の一部変更について

（１）変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年11月１日をもって当社定款第５条の発行

可能株式総数を以下のとおり変更いたしました。
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（２）変更の内容

 （下線は変更部分）

現行定款 変更案

第５条（発行可能株式総数）

　当会社の発行可能株式総数は、6,600,000株

とする。

第５条（発行可能株式総数）

　当会社の発行可能株式総数は、13,200,000株

とする。
 

 
（３）変更の日程

定款変更取締役会決議日 2025年10月10日(金)

定款変更効力発生日 　　2025年11月１日(土)

 
（募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行）

当社は、2025年12月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当

社の取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役に対し新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、

本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないこと

から、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてでは

なく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

 
１．発行の目的及び理由

本新株予約権は、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役及び従業員並

びに当社子会社の取締役の意欲及び士気をより一層向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として発行

するものであります。

 「２．発行の概要（７）新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新

株予約権者」という。）は、2028年10月期から2030年10月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」と

いう。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合

には損益計算書）に記載された当社の営業利益が、下記（a）から（c）の各号に掲げる条件を満たした場合、付与

された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合のうち最も高い割合（以下「行使可能割合」という。）

を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとしております。

 (a）判定事業年度において営業利益の額が670百万円を超過した場合：行使可能割合 30％

 (b）判定事業年度において営業利益の額が780百万円を超過した場合：行使可能割合 50％

 (c）判定事業年度において営業利益の額が1,009百万円を超過した場合：行使可能割合 100％

当該目標は、当社の中期経営計画における2029年10月期の連結営業利益目標と一致しております。

なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数4,059,080株に対

して約5.1％に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされて

おり、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このた

め、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影

響は合理的なものであると考えております。

 
２．発行の概要

（１）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社取締役 ２名 1,054個

　当社従業員 ５名 661個

　当社子会社取締役 １名 365個

 
（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
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る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

 
（３）新株予約権の総数

2,080個

 
（４）新株予約権の払込金額またはその算定方法

本新株予約権１個あたりの発行価額は、100円とする。

なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考

慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参

考に、当該金額と同額に決定したものであり、当社は、当該金額は有利発行に該当しないと判断している。

 
（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその１株当たりの金額（行使価額）

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金951円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移

転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株あたり

払込金額

 調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の１株あたりの時価

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行

うことができるものとする。

 
（６）新株予約権の権利行使期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2029年２月１日から2036年１

月８日までとする。

 
（７）新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、2028年10月期から2030年10月期ま

でのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済

みの連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された当社の営業利益

が、下記（a）から（c）の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たし

た号に掲げる割合のうち最も高い割合（以下「行使可能割合」という。）を乗じて算出された数を上限とし

て本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当

該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないもの

EDINET提出書類

株式会社笑美面(E38969)

有価証券報告書

 87/112



とする。

(a）判定事業年度において営業利益の額が670百万円を超過した場合：行使可能割合 30％

(b）判定事業年度において営業利益の額が780百万円を超過した場合：行使可能割合 50％

(c）判定事業年度において営業利益の額が1,009百万円を超過した場合：行使可能割合 100％

なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及

ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算

書）に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的

な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとす

る。また、当該連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に本新株予約権に

係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益を

もって判定するものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業

員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認

めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
（８）新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
（９）新株予約権の取得の事由及び取得条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま

たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認

を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（７）に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった

場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 
（10）新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 
（11）組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件

に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（２）に準じて決定する。
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④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（５）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（11）③に従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記（６）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記（６）

に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（８）に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記（７）に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

上記（９）に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
（12）新株予約権の割当日

2026年１月９日

 
（13）新株予約権証券の発行に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

 
（14）新株予約権の払込期日

2026年１月９日

 
（多額な資金の借入）

当社は、2025年12月24日に株式会社三井住友銀行との当座貸越契約に基づき、運転資金の借り入れを実施してお

ります。

借入先 株式会社三井住友銀行

借入額 １億円

借入金利 基準金利+スプレッド

借入日 2025年12月24日

返済期日 2026年２月27日

担保の有無 無

保証の有無 無
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（資本金の額の減少）

当社は、2025年12月26日開催の当社取締役会において、2026年１月30日開催の第16期定時株主総会に資本金の額

の減少について付議することを決議いたしました。

１. 資本金の額の減少の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に

応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし

て、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものでありま

す。

 
２. 減資の要領

（１） 減少する資本金の額

2025年10月31日時点の資本金の額270,440,680円のうち、220,440,680円を減少させ、50,000,000円といたしま

す。なお、当社が発行する権利行使が可能な新株予約権が、効力発生日である2026年３月31日までに行使された

場合には、減少後の資本金の額は、当該新株予約権の行使に伴い増加する資本金の額が加算された額に変動いた

します。

 
（２） 資本金の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたし

ます。

 
３. 減資の日程

（１） 取締役会決議日           2025年12月26日

（２） 定時株主総会決議日       2026年１月30日

（３） 債権者異議申述公告日　　　2026年２月10日（予定）

（４） 債権者異議申述期間最終日 2026年３月10日（予定）

（５） 減資の効力発生日 　　　　2026年３月31日（予定）

 
４. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の額及び発行済株式総数の変動はなく、当社

の業績に与える影響はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 25,284 28,184 1.26％ ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

90,947 97,347 1.17％
　2026年11月～
2030年７月

合計 116,231 125,531 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 26,940 26,940 21,129 12,298
 

 
【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

(累計期間) 中間連結会計期間 当連結会計年度

営業収益 (千円) 855,652 1,872,987

税金等調整前中間(当期)純利益 (千円) 29,345 114,168

親会社株主に帰属する中間(当
期)純利益

(千円) 38,277 89,670

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 9.45 22.12
 

（注）2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間(当期)純利益を記載しております。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 761,025 542,186

  売掛金 ※３  226,661 ※３  238,144

  前渡金 2,525 3,278

  前払費用 21,973 20,364

  その他 1,868 15,811

  貸倒引当金 △825 △202

  流動資産合計 1,013,228 819,582

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備（純額） 16,964 43,054

   工具、器具及び備品（純額） 1,428 6,173

   有形固定資産合計 ※１  18,392 ※１  49,228

  無形固定資産   

   ソフトウエア 13,205 22,483

   無形固定資産合計 13,205 22,483

  投資その他の資産   

   出資金 50 50

   敷金 22,534 62,239

   関係会社株式 10,000 127,491

   長期貸付金 1,339 1,352

   差入保証金 5,100 600

   破産更生債権等 140 360

   長期前払費用 1,621 1,749

   繰延税金資産 40,915 67,808

   その他 0 0

   貸倒引当金 △140 △360

   投資その他の資産合計 81,559 261,292

  固定資産合計 113,157 333,003

 繰延資産   

  株式交付費 2,208 1,041

  繰延資産合計 2,208 1,041

 資産合計 1,128,595 1,153,626
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,596 －

  １年内返済予定の長期借入金 ※２  25,284 ※２  23,608

  未払金 63,282 94,940

  未払費用 66,590 74,147

  未払法人税等 31,075 6,102

  未払消費税等 49,343 22,428

  契約負債 8,177 8,376

  返金負債 12,313 26,286

  預り金 231 16,483

  賞与引当金 44,496 58,995

  その他 261 41

  流動負債合計 303,651 331,409

 固定負債   

  長期借入金 ※２  90,947 ※２  67,339

  退職給付引当金 5,739 13,172

  資産除去債務 7,634 17,564

  固定負債合計 104,321 98,075

 負債合計 407,972 429,484

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 268,061 270,440

  資本剰余金   

   資本準備金 218,061 220,440

   資本剰余金合計 218,061 220,440

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 234,694 233,558

   利益剰余金合計 234,694 233,558

  自己株式 △194 △297

  株主資本合計 720,622 724,141

 純資産合計 720,622 724,141

負債純資産合計 1,128,595 1,153,626
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年11月１日
　至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
　至 2025年10月31日)

営業収益   

 入居者紹介手数料 1,099,012 1,513,521

 業務受託収入 199,342 ※１  20,145

 その他の収入 3,291 ※１  54,528

 営業収益合計 1,301,646 1,588,196

営業費用   

 営業費用 ※２  1,084,839 ※２  1,607,050

営業利益又は営業損失（△） 216,807 △18,854

営業外収益   

 受取利息 49 ※１  1,042

 受取配当金 1 2

 受取手数料 217 567

 営業外収益合計 268 1,611

営業外費用   

 支払利息 1,537 1,335

 株式交付費 1,167 1,167

 固定資産除却損 ※３  565 －

 雑損失 － 149

 営業外費用合計 3,271 2,652

経常利益又は経常損失（△） 213,804 △19,895

特別損失   

 固定資産除却損 － ※３  218

 減損損失 － 2,667

 特別損失合計 － 2,885

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 213,804 △22,781

法人税、住民税及び事業税 35,688 5,247

法人税等調整額 △1,530 △26,892

法人税等合計 34,157 △21,645

当期純利益又は当期純損失（△） 179,646 △1,136
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 229,670 179,670 179,670

当期変動額    

新株の発行 38,390 38,390 38,390

当期純利益又は当期

純損失（△）
   

自己株式の取得    

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   

当期変動額合計 38,390 38,390 38,390

当期末残高 268,061 218,061 218,061
 

 

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 55,047 55,047 － 464,389 464,389

当期変動額      

新株の発行    76,780 76,780

当期純利益又は当期

純損失（△）
179,646 179,646  179,646 179,646

自己株式の取得   △194 △194 △194

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    －

当期変動額合計 179,646 179,646 △194 256,233 256,233

当期末残高 234,694 234,694 △194 720,622 720,622
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当事業年度(自　2024年11月１日　至　2025年10月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 268,061 218,061 218,061

当期変動額    

新株の発行 2,379 2,379 2,379

当期純利益又は当期

純損失（△）
   

自己株式の取得    

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   

当期変動額合計 2,379 2,379 2,379

当期末残高 270,440 220,440 220,440
 

 

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 234,694 234,694 △194 720,622 720,622

当期変動額      

新株の発行    4,758 4,758

当期純利益又は当期

純損失（△）
△1,136 △1,136  △1,136 △1,136

自己株式の取得   △103 △103 △103

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    －

当期変動額合計 △1,136 △1,136 △103 3,519 3,519

当期末残高 233,558 233,558 △297 724,141 724,141
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

　 関係会社株式

 移動平均法による原価法

 
２ 固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物附属設備　　　　　　　　３～15年

　工具、器具及び備品　　　　　４～10年

 

　(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

 

３ 引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

　(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担に属する金額を計上しております。

 

　(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
４ 収益及び費用の計上基準

当社における履行義務は、入居検討者が希望する条件や必要な設備等が備わっているシニアホームを紹介す

るサービスを提供することであり、当該履行義務は、当社からシニアホームへ紹介した入居検討者がシニア

ホームへ入居した日を履行義務の充足日として収益を認識しております。

取引の対価は履行義務の充足後、概ね３か月以内に受領しており、当該シニアホーム運営事業者との契約に

基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。

また、主に契約後３か月以内の解約に対して返還条項を設定しており、その場合においては入居後３か月以

内の退去について対価の一部を返金する義務を有しております。過去の実績等により返金額を見積り、返金負

債を計上するとともに収益より控除しております。

 
５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　(1) 株式交付費

３年間の均等償却によっております。
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(重要な会計上の見積り)

　繰延税金資産の回収可能性

　(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 40,915 67,808
 

なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

 
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

「連結財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積り）」の内容と同一であります。

 
(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 　2022年10月28日。以下「2022年改

正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

 
(表示方法の変更)

（単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用および注記の免除等）

当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等

規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記

に変更しております。

 
（損益計算書）

当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりました。そのことを契機として、重要性を再検討し、表示

方法の見直しを行っております。

前事業年度において、費目別に区分掲記していた「営業費用」は、損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるた

め、当事業年度においては「営業費用」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更して

おります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えております。なお、前事業

年度及び当事業年度における「営業費用」の主要な費目及び金額については、注記事項（損益計算書関係）に記

載しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 6,701千円 9,459千円
 

 
※２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

－ 150,000千円

借入実行残高 －  － 

差引額 －  150,000 
 

 

 

※３ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

短期金銭債権 －  14,457千円
 

 
 
 

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

 
前事業年度

(自　2023年11月１日
至　2024年10月31日)

当事業年度
(自　2024年11月１日
至　2025年10月31日)

営業取引による取引高     

　営業収益 － 39,096千円

　営業費用 － － 

営業取引以外の取引による取引高 － 99 
 

 
※２ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)

当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)

給料及び手当 479,946千円 722,350千円

賞与引当金繰入額 44,496  58,995 

退職給付引当金繰入額 2,940  7,597 

貸倒引当金繰入額 336  △402 

支払手数料 137,489  202,581 
 

 
※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　2023年11月１日
至　2024年10月31日)

当事業年度
(自　2024年11月１日
至　2025年10月31日)

建物附属設備 565千円 194千円

工具、器具及び備品 － 24 

計 565 218 
 

 
(有価証券関係)

　子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
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　なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：千円）

区分 前事業年度 当事業年度

子会社株式 10,000 10,000

関連会社株式 - 117,491

計 10,000 127,491
 

 

 
(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

繰延税金資産
前事業年度

(2024年10月31日) 
当事業年度

(2025年10月31日)

　税務上の繰越欠損金（注）２ 43,383千円  41,660千円

　賞与引当金 13,615   18,052  

　未払費用（賞与引当分） 2,184   2,812  

　返金負債 3,768   7,999  

　退職給付引当金 1,756   4,149  

　資産除去債務 2,336   5,532  

　その他 1,975   1,040  

繰延税金資産小計 69,019   81,247 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △21,429   －  

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △4,344   △8,836  

評価性引当額小計（注）１ △25,774   △8,836  

繰延税金資産合計 43,245   72,411 

繰延税金負債      
　有形固定資産（資産除去債務） 2,329   4,021 

　未収還付事業税 －   581 

繰延税金負債合計 2,329   4,603 

繰延税金資産純額 40,915   67,808 
 

 

（注）１．評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用による減少に伴うものであります。

　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2024年10月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損金
（※1）

－ － － － － 43,383 43,383

評価性引当額 － － － － － △21,429 △21,429

繰延税金資産 － － － － － 21,953
21,953
（※2）

 

（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（※2）税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得が見込みにより、一部を回収可能と判断しております。
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当事業年度(2025年10月31日)

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損金
（※1）

－ － － － 17,186 24,473 41,660

評価性引当額 － － － － － － －

繰延税金資産 － － － － 17,186 24,473
41,660
（※2）

 

（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（※2）税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識し

ておりません。
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(2024年10月31日)
 

当事業年度
(2025年10月31日)

法定実効税率 30.6％  

当事業年度におい

て、税引前当期純

損失を計上してい

るため、記載を省

略しております。

（調整）    
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％  

住民税均等割額 1.2％  

評価性引当額の増減 2.0％  

賃上げ促進税制による税額控除 △2.6％  

繰越欠損金の使用 △17.0％  

その他 0.9％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.0％  
 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日

以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 
 

(収益認識関係)

連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 
(重要な後発事象)

「連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」の内容と同一であります。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

 建物附属設備 20,550 31,056
 2,894
 (2,634)

48,712 5,658 2,137 43,054

  工具、器具及び備品 4,543 5,896
 464
 (33)

9,974 3,801 1,117 6,173

有形固定資産計 25,093 36,952
 3,358
 (2,667)

58,687 9,459 3,255 49,228

無形固定資産        

　ソフトウエア 25,642 13,532 － 39,174 16,691 4,254 22,483

無形固定資産計 25,642 13,532 － 39,174 16,691 4,254 22,483

繰延資産        

 株式交付費 3,503 － － 3,503 2,462 1,167 1,041

繰延資産計 3,503 － － 3,503 2,462 1,167 1,041
 

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア（ケアプライムコミュニティサイト）　　　 13,532千円

建物附属設備（新規オフィス開設費） 　　　　　　　　　19,290千円

工具、器具及び備品（新規オフィス開設費） 　　　　　　 5,157千円

　２．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります

 
 

【引当金明細表】

 　　（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額
当期減少額
（目的使用）

当期減少額
 （その他）

当期末残高

貸倒引当金 966 422 － 825 563

賞与引当金 44,496 58,995 44,496 － 58,995
 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

 
 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度  11月１日から10月31日まで

定時株主総会  事業年度末日の翌日から３ケ月以内

基準日  10月31日

剰余金の配当の基準日  ４月30日、10月31日

１単元の株式数  100株

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
大阪府大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

    株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    取次所 －

    買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法
により行います。
当社の公告掲載URLは以下のとおりであります。
https://emimen.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

（注）当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めておりま

す。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）取得請求権付株式の取得を請求する権利

（３）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 
２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第15期(自　2023年11月１日　至　2024年10月31日)　2025年１月30日近畿財務局長に提出。

 
(2) 内部統制報告書

2025年１月30日近畿財務局長に提出。

 
(3) 半期報告書及び確認書

事業年度　第16期中(自　2024年11月１日　至　2025年４月30日)　2025年６月13日近畿財務局長に提出。

 

(4) 臨時報告書

① 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2025年１月31日近畿財務局長に提出。

② 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（ストックオプション制度に伴う新株予約権の発

行）の規定に基づく臨時報告書

2025年12月12日近畿財務局長に提出。

③ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書

2025年12月26日近畿財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

２０２６年１月３０日

株式会社笑美面

取締役会 御中
 

EY新日本有限責任監査法人
 

大阪事務所
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西　野　尚　弥  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗　原　裕　幸  
 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社笑美面の２０２４年１１月１日から２０２５年１０月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社笑美面及び連結子会社の２０２５年１０月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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株式会社笑美面における繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項（税効果会計関係）に記載されているとお
り、当連結会計年度末の将来減算一時差異及び税務上の
繰越欠損金の合計額88,980千円に対して評価性引当額
11,081千円を控除し、77,899千円の繰延税金資産を認識
している（繰延税金負債相殺前）。このうち株式会社笑
美面(以下、会社)の繰延税金資産は72,411千円（繰延税
金負債相殺前）であり、9割を超えている。
会社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に
ついて、将来の収益性に基づく課税所得の見積りにより
繰延税金資産の回収可能性を判断している。
将来の課税所得の見積りは、経営計画を基礎としてお
り、そこでの主要な仮定は、シニアライフサポート事業
におけるコーディネーター数、一人当たり成約件数及び
平均単価である。
会社はシニアライフサポート事業におけるコーディ
ネーター数、一人当たり成約件数及び平均単価につい
て、主として当連結会計年度以前の実績数値を基に翌連
結会計年度の施策及び市場環境等を加味して予測・算定
している。
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来の経
営計画における主要な仮定は不確実性を伴い経営者によ
る判断が含まれることから、当監査法人は当該事項を監
査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討する
ために、主として以下の監査手続を実施した。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企
業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第２６号）
に基づく企業分類について、会社の過去の課税所得の
推移や経営環境等に照らし検討した。

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高、並
びにその解消見込年度のスケジューリングについて検
討した。

・経営計画の策定方法、主な策定上の前提等について経
営者と協議し、また、当該経営計画が承認された取締
役会の議事録を閲覧した。

・経営計画に含まれるシニアライフサポート事業におけ
る主要な仮定であるコーディネーター数については、
新規採用の進捗状況の検討や退職見込みの過去実績と
の比較を行い、一人当たり成約件数については、当連
結会計年度の実績値との比較を実施した。また、平均
単価については、当連結会計年度までの趨勢分析を実
施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

２０２６年１月３０日

株式会社笑美面

取締役会 御中
 

EY新日本有限責任監査法人
 

大阪事務所
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西　野　尚　弥  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗　原　裕　幸  
 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社笑美面の２０２４年１１月１日から２０２５年１０月３１日までの第１６期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社笑美面の２０２５年１０月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
株式会社笑美面における繰延税金資産の回収可能性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（株式会社笑美面における繰延税金資産の回
収可能性）と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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